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『法曹人口問題は、ここ数年が正念場です 

－東弁意見書を読む』 

 

２００９年（平成２１年）２月１日 

                       弁 護 士 武 本 夕 香 子 

                        e-mail「veritas7@abeam.ocn.ne.jp」 

 

法曹人口問題は、ここ数年が正念場です。早ければ来年度、3000人路線に近い方向性が

維持されるのか、適正な人数への道筋がつくのかが決まるでしょう。そのことを、皆さん

に是非ご理解いただきたく思い、この冊子を書きました。 

そうした大切な時期ですので、この冊子を、皆様がご自身のお考えを纏められる際の参

考にしていただければ、望外の幸せです。 

 

Ⅰ．法曹人口問題の現状 

 

 いわゆる司法改革に反対しようものなら既得権益に固執する悪徳弁護士のように言われ

た異常な一時期を経て、やっとかなり自由（完全に自由とはまだ言えません）に発言でき

る時代になりました。2008年度は、各単位会において法曹人口の見直しを求める決議が相

次ぎ、埼玉弁護士会などは、司法試験合格者数年 1000 人という私には全く妥当だと思わ

れる臨時総会決議を採択しました。 

 これで、法曹人口問題が合格者抑制という正しい方向に向かえばよいと思っていたので

すが、昨年の終わり頃から、私のもとには、日弁連執行部が「合格者年 2100人から 2500

人」で意見を集約しようとしているという情報が寄せられるようになりました。これは伝

聞といえば伝聞に過ぎませんが、複数の確かな筋からのものでした。そして、東京弁護士

会（以下、「東弁」）が日弁連執行部の意を受けて纏めようとしているという意見書案も入

手しました。私は、これらの情報を、「がんこの会」のメーリングリストで報告しました（「が

んこの会」は、法曹人口問題をはじめ司法改革の様々な問題を話し合うために作られたメ

ーリングリストです。現在 110 人余りの会員が登録されています。（元・現）兵庫県弁護

士会員であれば、どなたでもお入りいただけますので、是非ご入会下さい。なお、最初に

居酒屋「がんこ」に集まったから「がんこの会」でして、決して「がんこな会」ではあり

ません。）。 

 そして、つい先日のH21年 1月 13日、ほぼ私が入手した通りの「法曹人口問題に関す

る 意 見 書 」 が 、 東 京 弁 護 士 会 か ら 公 表 さ れ ま し た （ 出 典 ：

http://www.toben.or.jp/news/opinion/2009/20090113.html）。そのことからして、「日弁連

執行部が、合格者年 2100－2500人の意見書を各単位会に出させようとしている」と言う

話も、伝聞ではありますが、おそらく事実であるということが強く推認されました。 

 日弁連執行部が、目論んでいると思われる意見集約の内容は、如何なるものでしょうか。

まず、東弁の意見書を見てみたいと思います。前述したように、私は、東弁の意見書が日
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弁連執行部の意向を受けたものだろうと考えているからです。 

 「合格者年 2100－2500人」という数字は、東弁の意見書によると新司法試験のみの合

格者数です。これに旧試合格者（東弁の意見書では 200名程度を想定しています）を加え

ると、最大で年 2700 人の合格者が出ることになります。仮に、旧試が廃止されたとして

も、最大年 2500 人です。私には、到底弁護士として吸収しきれない非現実的な数と思わ

れます。これでは、3000人路線とほとんど変わりがなく、「ガス抜きにちょっと数字を下

げてみた」という意図としか思えません。 

 次に、東弁の意見書は、法曹人口 5 万人の堅持を謳います。そして、「概ね 5 万人が現

実化する数年あるいはそれより以前」までは、「合格者年 2100－2500人プラス旧試合格者」

を続けるという意見です。実に曖昧な書き方です。また、いつ頃「概ね 5万人」が達成さ

れるかの試算もされていません（後述するように、意見書案の方には、試算があります）。

しかし、試算がなされている現行の 3000人路線では、平成 28年頃に法曹人口 5万人に至

ることになっていますから、2100－2500人では達成は更に数年先のことになるでしょう。

つまり、東弁の意見書は、「今後約 10年程度」は「合格者年 2100－2500人プラス旧試合

格者」を続けるということを、暗々裏に含んでいるのです。 

 よって、日弁連執行部が目指していると推定されるのは、「合格者年 2100－2500人プラ

ス旧試合格者」と「それを 10 年近く見直さない」という内容の意見書を、多くの単位弁

護士会に表明させることになります。これは、とても容認できる内容ではありません。旧

試の合格者数を増やすという裏技を使えば、合格者年 3000人も夢ではありません。また、

最も少ない合格者年 2100人（ほぼ現在の合格者数）でも、10年続けば、弁護士業界は惨

憺たる状況に至り、社会的弊害も甚大なものとなるでしょう。 

この目論見が成功したらどうなるでしょうか。多くの県弁護士会が、「合格者年 2100－

2500人プラス旧試合格者」と「それを10年近く見直さない」という意見書を採択したら・・・。

もうお終いとは言いません。言いませんが、極めてお終いに近いでしょう。法曹人口問題

を、真摯に考えているのは（敢えてはっきり言います）弁護士だけです。その弁護士が、

合格者年二千数百人を認めたら、他にもうそれを正して適正な法曹人口に戻してくれる人

も組織もありません。 

 私は、日弁連執行部のこのような行動を、年 3000人を決めた平成 12年の臨時総会決議

の再決議を求めるにも等しいものと考えています。合格者数を気持ち減らしただけで、平

成 12 年臨時総会決議と今回の東弁の意見書には、本質的な差が無いからです。後ほど、

東弁の意見書を見て戴くのですが、そこでは平成 12 年の臨時総会決議が礼賛されている

ことがお分かりになると思います。あるいは、平成 12 年の臨時総会決議「原理主義者」

の静かな巻き返しと考えてもよいかもしれません。せっかく自由にものを言うことができ

るようになり始めたのに、せっかく適正な法曹人口への道を踏み出したところであるのに、

原理主義者に「10年近く見直さない」と口を塞がれてはなりません。 

来年度は、こうしたことが決まるかもしれない極めて重要な年なのです。ただ、先行き

には暗澹とならざるをえません。意見書の採択には、会長と常議員の承認だけで足るから

です。 

 しかし、今はまだ、このような現実離れした意見書を出しているのは東弁だけです。ま

だ、間に合います。力を合わせて、このような動きにストップをかけましょう。 
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Ⅱ．東弁「法曹人口問題に関する意見書」を読む 

 

 以下では、東京弁護士会が平成 21年 1月 13日公表した「法曹人口問題に関する意見書」

の全文を引用し、それにコメントを付けたいと思います。東弁の意見書は、ゴシックで、

私のコメントは、明朝体で表記します。 

 しかし、その前にまず総論的な批判を行っておきましょう。 

 

１） 総論的批判 

東弁の「法曹人口問題に関する意見書」は、総体的に、以下のような特徴があります。 

まず、東弁意見書の基本方針は平成 12 年の臨時総会決議のコピーで、新しい視点はあ

りません。ひたすら平成 12 年決議を墨守しようとするもので、私が先に批判をこめて書

いた平成 12 年の臨時総会決議の「原理主義者」の名が相応しい内容と言わざるをえませ

ん。 

 次に、東弁の意見書は、この 8年間の状況の変化も、実証的なデータもほとんど無視し

て、空想とも言える推測だけの議論に終始しています。 

私が、このように言うと「統計が全てではない。」と言った反論をされることがあります。

勿論、「統計が全てではない。」ことは当然です。私は、「統計や科学的データがあるところ

では、その結果を基に議論しましょう。」と言っているに過ぎません。統計も誤ることがあ

るでしょうから、統計結果と違うことを言ってはいけないと主張しているわけでもありま

せん。その統計結果から合理的に出てくる結論が違うというのであれば、統計結果のどこ

がどのように誤っているかを明示すべきです。そうでなければ、科学的な議論ができない

からです。 

また、多くのことは、適正なデータがありません。そのような場合にも、できるだけ合

理的に判断するべきではないでしょうか。 

後ほど見て戴くことになりますが、東弁の意見書は、統計結果を無視していたり、統計

結果を使用していても、推論過程を示さず曲解とも言える恣意的な結論を導いています。 

最後に、東弁の意見書は「市民のための司法改革」を謳いながら、それは言葉だけで、

「市民のための」と言う観点がありません。これについては、次節で実例を踏まえつつご

説明致します。 

 

２）東弁「法曹人口問題に関する意見書」を読む 

 

 

「                                                                                            ２００９２００９２００９２００９（（（（平成平成平成平成２１２１２１２１））））年年年年１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日    

日本弁護士連合会日本弁護士連合会日本弁護士連合会日本弁護士連合会    

会長会長会長会長    宮﨑宮﨑宮﨑宮﨑    誠誠誠誠    殿殿殿殿    

東京弁護東京弁護東京弁護東京弁護士会士会士会士会    

会長会長会長会長    山本山本山本山本    剛嗣剛嗣剛嗣剛嗣    

    



 4 

法法法法    曹曹曹曹    人人人人    口口口口    問問問問    題題題題    にににに    関関関関    すすすす    るるるる    意意意意    見見見見    書書書書    

本会本会本会本会はははは、、、、法曹人口問題法曹人口問題法曹人口問題法曹人口問題についてのについてのについてのについての意見書意見書意見書意見書をををを、、、、以下以下以下以下のとおりとりまとめましたのでごのとおりとりまとめましたのでごのとおりとりまとめましたのでごのとおりとりまとめましたのでご報告申報告申報告申報告申

しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    

第第第第１１１１    意見意見意見意見のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

    

１１１１、、、、日本弁護士連合会日本弁護士連合会日本弁護士連合会日本弁護士連合会（（（（以下以下以下以下「「「「日弁連日弁連日弁連日弁連」」」」というというというという））））はははは、、、、法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口についてについてについてについて、、、、２０００２０００２０００２０００年年年年１１１１１１１１

月月月月１１１１日日日日のののの臨時総会臨時総会臨時総会臨時総会でででで決議決議決議決議されたされたされたされた「「「「法曹一元制法曹一元制法曹一元制法曹一元制のののの実現実現実現実現をををを期期期期してしてしてして、、、、憲法憲法憲法憲法とととと世界人権宣言世界人権宣言世界人権宣言世界人権宣言のののの基本基本基本基本

理念理念理念理念によるによるによるによる『『『『法法法法のののの支配支配支配支配』』』』をををを社会社会社会社会のののの隅隅隅隅々々々々にまでゆきわたらせにまでゆきわたらせにまでゆきわたらせにまでゆきわたらせ、、、、社会社会社会社会のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな分野分野分野分野・・・・地域地域地域地域

におけるにおけるにおけるにおける法的需要法的需要法的需要法的需要をををを満満満満たすためにたすためにたすためにたすために、、、、国民国民国民国民がががが必要必要必要必要とするとするとするとする数数数数をををを、、、、質質質質をををを維持維持維持維持しながらしながらしながらしながら確保確保確保確保するするするするよよよよ

うううう努努努努めるめるめるめる」」」」とのとのとのとの基本方針基本方針基本方針基本方針をををを今後今後今後今後もももも堅持堅持堅持堅持しししし、、、、上記総会決議上記総会決議上記総会決議上記総会決議のののの中中中中でででで「「「「国民国民国民国民がががが必要必要必要必要とするとするとするとする適正適正適正適正なななな

法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口」」」」のののの将来予測将来予測将来予測将来予測としてとしてとしてとして試算試算試算試算したしたしたした「「「「概概概概ねねねね５５５５万人程度万人程度万人程度万人程度」」」」のののの法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口にににに見合見合見合見合うううう司法基盤司法基盤司法基盤司法基盤のののの

整備整備整備整備とととと弁護士業務基盤弁護士業務基盤弁護士業務基盤弁護士業務基盤のののの確立確立確立確立そしてそしてそしてそして、「、「、「、「法法法法のののの支配支配支配支配」」」」のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて全力全力全力全力をををを尽尽尽尽くすべきであくすべきであくすべきであくすべきであ

るるるる。。。。    

２２２２、、、、司法制度改革審議会意見書及司法制度改革審議会意見書及司法制度改革審議会意見書及司法制度改革審議会意見書及びびびび２００２２００２２００２２００２年閣議決定年閣議決定年閣議決定年閣議決定のののの増員増員増員増員ペースペースペースペース（「（「（「（「２０１０２０１０２０１０２０１０年頃年頃年頃年頃

にににに新司法試験新司法試験新司法試験新司法試験のののの合格者数合格者数合格者数合格者数をををを年間年間年間年間３０００３０００３０００３０００人人人人までまでまでまで増加増加増加増加させさせさせさせ、、、、そのそのそのその後後後後もももも同程度以上同程度以上同程度以上同程度以上のののの合格者合格者合格者合格者をををを

輩出輩出輩出輩出してしてしてして、、、、２０１８２０１８２０１８２０１８年頃年頃年頃年頃にににに実働法曹人口実働法曹人口実働法曹人口実働法曹人口５５５５万人万人万人万人にににに至至至至るるるる」）」）」）」）はははは、、、、結果結果結果結果としてとしてとしてとして急激急激急激急激にににに過過過過ぎぎぎぎ、、、、年年年年

間合格者間合格者間合格者間合格者がががが２０００２０００２０００２０００人人人人をををを超超超超ええええたたたた現時点現時点現時点現時点においてにおいてにおいてにおいて生生生生じているじているじているじている、「、「、「、「法曹法曹法曹法曹のののの質質質質のののの低下低下低下低下のののの懸念懸念懸念懸念」」」」やややや

「「「「法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員にににに対応対応対応対応するためのするためのするためのするための司法基盤整備司法基盤整備司法基盤整備司法基盤整備のののの不十分不十分不十分不十分」」」」等等等等のののの様様様様々々々々なななな問題問題問題問題やややや懸念懸念懸念懸念をををを徐徐徐徐々々々々にににに

解消解消解消解消すべくすべくすべくすべく、、、、調和調和調和調和のとれたのとれたのとれたのとれた法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口のののの増員増員増員増員ペースペースペースペースにににに見直見直見直見直されるべきであるされるべきであるされるべきであるされるべきである。。。。    

すなわちすなわちすなわちすなわち当会当会当会当会はははは、、、、将来将来将来将来のののの法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口としてとしてとしてとして「「「「概概概概ねねねね５５５５万人程度万人程度万人程度万人程度」」」」にににに至至至至るるるる過程過程過程過程においてにおいてにおいてにおいて、、、、新司新司新司新司

法試験法試験法試験法試験のののの年間合格者数年間合格者数年間合格者数年間合格者数をををを、、、、２１００２１００２１００２１００人人人人～～～～２５００２５００２５００２５００人人人人のののの範囲内範囲内範囲内範囲内でででで、、、、そのそのそのその年度年度年度年度ごとのごとのごとのごとの受験生受験生受験生受験生のののの

成績成績成績成績やややや質質質質にににに応応応応じてじてじてじて判断判断判断判断されることがされることがされることがされることが妥当妥当妥当妥当であるとであるとであるとであると考考考考えるえるえるえる。。。。    

よってよってよってよって、、、、日弁連日弁連日弁連日弁連はははは、、、、２００２２００２２００２２００２年閣議決定年閣議決定年閣議決定年閣議決定のののの見直見直見直見直しししし及及及及びびびび新司法試験新司法試験新司法試験新司法試験のののの年間合格者数年間合格者数年間合格者数年間合格者数がががが上記上記上記上記

のののの範囲内範囲内範囲内範囲内でででで収収収収まるこまるこまるこまることをとをとをとを求求求求めめめめ、、、、政府及政府及政府及政府及びびびび関係諸機関関係諸機関関係諸機関関係諸機関にににに対対対対してしてしてして強強強強くくくく働働働働きかけるとともにきかけるとともにきかけるとともにきかけるとともに国民国民国民国民

のののの理解理解理解理解がががが得得得得られるようられるようられるようられるよう、、、、政策実現政策実現政策実現政策実現のののの具体的道程具体的道程具体的道程具体的道程をををを示示示示しながらしながらしながらしながら積極的積極的積極的積極的なななな広報活動広報活動広報活動広報活動をすべきでをすべきでをすべきでをすべきで

あるあるあるある。」。」。」。」 

 

1． 本意見書は、まず、平成 12年の臨時総会決議の礼賛から始まります。二つの趣旨の 

うちの一つがこれですから、先に事実上「平成 12 年の臨時総会決議の再決議」にも等

しいと書いたのです。 

  しかし、この二つの趣旨は不合理な趣旨と言わざるをえません。データを見ても、身

近な弁護士の現状を見ても、「年3000人」も「法曹人口5万人」も、いずれも誤った目

標だからです。「法の支配」も、言葉の誤用であり、且つ弁護士の思い上がりに過ぎませ

ん。細かいデータやなぜ弁護士の思い上がりになるのか等の議論は、私の冊子「法曹人

口に関する一考察」を見て戴ければ幸いです。 

2． 我々弁護士は誤った行動を取りました。我々弁護士だけではありません。小泉改革と

いう熱狂の中、国民もみんな誤ったのです。かくして、所得格差が広がり、株主の利益

は倍増し、労働者の賃金は減少し、派遣労働が認められ現在の惨状が出現しました。 

 過ちを犯すことは無くしようのないことで、それを反省し訂正することは、決して恥
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ずべきことではありません。無反省と居直りこそ、恥とすべきです。もう、平成 12 年

の臨時総会決議は誤りでしたと、率直に認めましょう。反省なしには、新しい道を歩み

出すことはできません。共に、より良い司法の構築へ向けて、反省から始めましょう。 

3． 一つ嘘をつけば、それを隠すために、百の嘘をつかねばならなくなるとは、よく言わ

れることです。東弁の意見書もその通りで、平成 12 年の臨時総会決議の墨守という無

理が、その後の議論に結果したのでしょう。東弁には、優秀な人が、枡で量るほどいる

はずです。それなのに、以下のような議論になる理由は、それしか考えられません。 

 

「第第第第２２２２    意見意見意見意見のののの理由理由理由理由    

１１１１、「、「、「、「市民市民市民市民のためののためののためののための司法改革司法改革司法改革司法改革」」」」におけるにおけるにおけるにおける法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員のののの意義意義意義意義    

(1) (1) (1) (1) 日弁連日弁連日弁連日弁連はははは何何何何をををを目指目指目指目指してしてしてして法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員のののの方針方針方針方針をををを打打打打ちちちち出出出出したかしたかしたかしたか    

アアアア    日弁連日弁連日弁連日弁連はははは、、、、２０００２０００２０００２０００年年年年１１１１１１１１月月月月１１１１日日日日のののの臨時総会臨時総会臨時総会臨時総会においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「法曹一元制法曹一元制法曹一元制法曹一元制のののの実現実現実現実現をををを期期期期してしてしてして、、、、

憲法憲法憲法憲法とととと世界人権宣言世界人権宣言世界人権宣言世界人権宣言のののの基本理念基本理念基本理念基本理念によるによるによるによる『『『『法法法法のののの支配支配支配支配』』』』をををを社会社会社会社会のののの隅隅隅隅々々々々にまでゆきわたらせにまでゆきわたらせにまでゆきわたらせにまでゆきわたらせ、、、、社社社社

会会会会のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな分野分野分野分野・・・・地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける法的需要法的需要法的需要法的需要をををを満満満満たすためにたすためにたすためにたすために、、、、国民国民国民国民がががが必要必要必要必要とするとするとするとする数数数数をををを、、、、質質質質

をををを維持維持維持維持しながらしながらしながらしながら確保確保確保確保するようするようするようするよう努努努努めるめるめるめる」」」」とのとのとのとの基本方針基本方針基本方針基本方針をををを決議決議決議決議しているがしているがしているがしているが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由とするととするととするととすると

ころはころはころはころは、、、、次次次次のののの３３３３つつつつであったであったであったであった。。。。    

①①①①    法曹一元制法曹一元制法曹一元制法曹一元制のののの基盤基盤基盤基盤としてのとしてのとしてのとしての法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口    

法曹一元制法曹一元制法曹一元制法曹一元制はははは、、、、官僚司法制度官僚司法制度官僚司法制度官僚司法制度のののの打破打破打破打破のためにのためにのためにのために日弁連日弁連日弁連日弁連がががが一貫一貫一貫一貫してしてしてして主張主張主張主張してきたしてきたしてきたしてきた司法司法司法司法のののの基本基本基本基本

理念理念理念理念でありでありでありであり、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士がががが社会社会社会社会のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる分野分野分野分野でででで広範広範広範広範なななな活動活動活動活動をするをするをするをする法律実務専門家法律実務専門家法律実務専門家法律実務専門家としてとしてとしてとして存在存在存在存在

することをすることをすることをすることを前提前提前提前提としていてとしていてとしていてとしていて、、、、そのそのそのその実現実現実現実現のためにのためにのためにのために法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員がががが必要必要必要必要となることはとなることはとなることはとなることは必然的必然的必然的必然的でででで

あるあるあるある。。。。    

②②②②    「「「「市民市民市民市民のののの司法司法司法司法」」」」のののの実現基盤実現基盤実現基盤実現基盤としてのとしてのとしてのとしての法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口    

弁護士弁護士弁護士弁護士がががが、、、、市民市民市民市民にとってにとってにとってにとって「「「「頼頼頼頼もしいもしいもしいもしい権利権利権利権利のののの護護護護りりりり手手手手」」」」でありでありでありであり、「、「、「、「信頼信頼信頼信頼できるできるできるできる正義正義正義正義のののの担担担担いいいい手手手手」」」」

であるためにはであるためにはであるためにはであるためには、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士がががが全国全国全国全国にあまねくにあまねくにあまねくにあまねく存在存在存在存在しししし、、、、社会社会社会社会のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる領域領域領域領域でででで、、、、真真真真にににに信頼信頼信頼信頼できできできでき

アクセスアクセスアクセスアクセスのののの容易容易容易容易なななな質質質質のののの高高高高いいいい法律実務専門家法律実務専門家法律実務専門家法律実務専門家としてとしてとしてとして、、、、身近身近身近身近でででで活動活動活動活動しているしているしているしている状況状況状況状況になければなになければなになければなになければな

らないらないらないらない。。。。そのそのそのその実効性実効性実効性実効性のあるのあるのあるのある抜本的解決抜本的解決抜本的解決抜本的解決のためにはのためにはのためにはのためには、、、、法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口のののの増加増加増加増加がががが不可欠不可欠不可欠不可欠であるであるであるである。。。。    

③③③③    ２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの弁護士像弁護士像弁護士像弁護士像    

２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの社会社会社会社会ではではではでは、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士がががが、、、、自由自由自由自由・・・・公正並公正並公正並公正並びにびにびにびに透明性透明性透明性透明性のののの高高高高いいいい法化社会法化社会法化社会法化社会のののの進展進展進展進展にににに寄与寄与寄与寄与

しししし、、、、それをそれをそれをそれを維持発展維持発展維持発展維持発展させるためにさせるためにさせるためにさせるために、、、、地域的地域的地域的地域的にもにもにもにも、、、、分野分野分野分野・・・・領域的領域的領域的領域的にもにもにもにも、、、、社会全般社会全般社会全般社会全般にににに進出進出進出進出しししし、、、、

市民市民市民市民にににに助言助言助言助言するするするする専門的法律実務家専門的法律実務家専門的法律実務家専門的法律実務家としてとしてとしてとして活動活動活動活動することがすることがすることがすることが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。それらのそれらのそれらのそれらの役割役割役割役割をををを担担担担いいいい

きるためにはきるためにはきるためにはきるためには、、、、それにそれにそれにそれに相応相応相応相応しいしいしいしい弁護士弁護士弁護士弁護士のののの質質質質とととと量量量量のののの確保確保確保確保がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

    

イイイイ    これらのこれらのこれらのこれらの基本理念基本理念基本理念基本理念はははは、、、、民主的民主的民主的民主的なななな司法司法司法司法をををを確立確立確立確立しししし、、、、そのそのそのその司法司法司法司法にににに市民市民市民市民がががが容易容易容易容易ににににアクセスアクセスアクセスアクセスできできできでき

るようにしてるようにしてるようにしてるようにして、、、、全国全国全国全国のののの津津津津々々々々浦浦浦浦々、々、々、々、社会社会社会社会のののの隅隅隅隅々々々々のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる分野分野分野分野にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、弁護士及弁護士及弁護士及弁護士及びびびび司法司法司法司法

制度制度制度制度をををを利用利用利用利用してしてしてして法的諸問題法的諸問題法的諸問題法的諸問題がががが解決解決解決解決されるされるされるされる「「「「法法法法のののの支配支配支配支配」」」」をををを確立確立確立確立しようとするものでしようとするものでしようとするものでしようとするもので、、、、今日今日今日今日にににに

おいてもおいてもおいてもおいても、、、、そのそのそのその意義意義意義意義とととと重要性重要性重要性重要性はははは何何何何らららら変変変変わってはいないわってはいないわってはいないわってはいない。。。。従従従従ってってってって、、、、これらのこれらのこれらのこれらの基本理念基本理念基本理念基本理念のののの実現実現実現実現

のためののためののためののための司法改革司法改革司法改革司法改革をををを推進推進推進推進するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、そのためにそのためにそのためにそのために必要必要必要必要なななな法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員をををを、、、、これからもこれからもこれからもこれからも継継継継

続続続続していかなければならないしていかなければならないしていかなければならないしていかなければならない。。。。」 

 

1． 「意見の理由」も、また、過去の日弁の決議の正当化から始まります。これほど社会
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的弊害をもたらし、理論的にも破綻しているのにもかかわらず、自画自賛をするだけで

は誰からも賛同してはもらえないでしょう。 

「法曹一元制法曹一元制法曹一元制法曹一元制のののの実現実現実現実現をををを期期期期してしてしてして、、、、憲法憲法憲法憲法とととと世界人権宣言世界人権宣言世界人権宣言世界人権宣言のののの基本理念基本理念基本理念基本理念によるによるによるによる『『『『法法法法のののの支配支配支配支配』』』』をををを社社社社        

会会会会のののの隅隅隅隅々々々々にまでゆきわたらせにまでゆきわたらせにまでゆきわたらせにまでゆきわたらせ云々」は、この意見書中二度目の引用です。この文章の修 

飾関係も理論的構造も全くわかりません。法律家の文章は悪名高いですが、この文章は、

その見本と言っても過言ではないでしょう。 

この部分は「必要必要必要必要なななな法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員をををを、、、、これからもこれからもこれからもこれからも継続継続継続継続していかなければならなしていかなければならなしていかなければならなしていかなければならないいいい。。。。」

と結ばれていますが、何故法曹人口を増員しなければならないのか、その理由が全く示

されていないことに注意して戴きたいと思います。 

2. 次に、「法曹一元制法曹一元制法曹一元制法曹一元制」の「実現実現実現実現のためにのためにのためにのために法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員がががが必要必要必要必要となることはとなることはとなることはとなることは必然的必然的必然的必然的であるであるであるである。。。。」 

と何の説明も論理もなく断言されています。改めて書くまでもなく、法曹一元制と法曹

人口の間に、直接的な関係はありません。法曹一元制は、制度なのですから、法曹人口

にかかわらず、法曹一元の制度を作れば実現できることです。 

では、現実はどうでしょうか。法曹人口が増加して、以前より法曹一元制が、主張さ

れることは少なくなりました。私は、少なくとも現状では、法曹人口の増加が、法曹一

元制を遠ざけていると思います。そのあたりの事情は、冊子「兵庫県弁護士会の課題と

これからの司法」に具体的に述べましたので、そちらを参照戴ければ幸いです。 

3. ②と③も問題ある内容を含んでいます。「弁護士弁護士弁護士弁護士がががが全国全国全国全国にあまねくにあまねくにあまねくにあまねく存在存在存在存在しししし」なければ、

「権利権利権利権利」」」」も護もられず、「正義正義正義正義のののの担担担担いいいい手手手手」もいないような社会が、市民にとって良い社

会でしょうか。逆でしょう。弁護士が存在しなくても権利も正義も守られる社会が、市

民にとって良い社会です。そして、多くの場合、弁護士がいなくとも市民により適正な

社会が運営されています。実際、弁護士による解決は、法による解決を意味しますが、

法律は最低の倫理や慣習を定めたものにすぎず、一般にはより高い倫理観に基づき法律

による解決よりもむしろ正義にかなった解決がされています。そして、多くの市民は、

生涯弁護士の世話にはなりません。それが良い人生なのです。私には、「市民のため」と

いうことを装い、その実「弁護士のための社会」を空想しているとしか思えません。（勿

論、弁護士が法によらない解決を提案する場合もありますが、それなら弁護士より良い

案を出す人もいるでしょう。） 

もう、あちこちに弁護士がいなければ、権利も正義も守られない社会を、理想社会の

ように空想するのはやめたいものです。 

  弁護士は、一般の市民より上等な人間でできているわけではありません。同じ人間で

す。法律を良く知っているだけの同じ人間です。法律を知っているからといって、市民

より偉い存在であるわけではありません。むしろ、「法律に違反していなければいい」と

考えがちな点において、一般市民より倫理観において劣った結論を導きやすいのではな

いかと思うことさえあります。 

  平成12年当時、我々は、ここで決定的に誤りました。 

  では、どうすれば良いでしょうか。まず、市民を見下すことをやめ、謙虚になりまし

ょう。弁護士が社会正義を実現するという自負を持つことは大事ですが、同時に、法律

を知っているだけの弱い人間であることを自覚しなければなりません。そして、弁護士

がいなくても良い社会が理想の社会であるという当然の事実に向き合わねばなりません。
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弁護士は、市民が不幸にしてトラブルに巻き込まれた時にだけ利用せざるを得ない「必

要悪」のごときものであることが見えてくるでしょう。 

 誤解がないように書いておきますが、「必要悪」とは言うものの、悪と戦う時の弁護士

は、まごうことなき「正義の味方」です。ですから、あまり卑下し過ぎることも必要な

いと思います。しかし、それは、悪あってこその正義の味方です。正義の味方でいたい

からといって、12年決議のように、そこら中に悪があって、それに対してそこら中で弁

護士が戦うという社会を、理想社会のように空想してはいけないということです。それ

は、「市民のため」という建て前に名を借りた「弁護士のため」の社会です。我々は、あ

くまで「悪無き社会」と「小さな司法」を目指さねばなりません。 

 

「(2) (2) (2) (2) 弁護士人口弁護士人口弁護士人口弁護士人口のののの増員増員増員増員はははは、、、、競争原理競争原理競争原理競争原理にににに立立立立つものではないことつものではないことつものではないことつものではないこと    

我我我我々々々々がががが考考考考えるえるえるえる法曹人法曹人法曹人法曹人口増加口増加口増加口増加のののの理念理念理念理念はははは、、、、規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和にににに連連連連なるなるなるなる競争原理競争原理競争原理競争原理にににに基基基基づくづくづくづく法曹人口増加論法曹人口増加論法曹人口増加論法曹人口増加論、、、、

すなわちすなわちすなわちすなわち「「「「弁護士弁護士弁護士弁護士のののの人口人口人口人口をををを大幅大幅大幅大幅にににに増増増増やしやしやしやし、、、、市場市場市場市場のののの自由競争自由競争自由競争自由競争にににに任任任任せればせればせればせれば、、、、質質質質のののの高高高高いいいい法的法的法的法的サーサーサーサー

ビスビスビスビスををををローコストローコストローコストローコストでででで得得得得ることができることができることができることができ、、、、質質質質のののの低低低低いいいい弁護士弁護士弁護士弁護士はははは自然淘汰自然淘汰自然淘汰自然淘汰されるされるされるされる」」」」というというというという考考考考ええええ方方方方とととと

はははは明明明明らかにらかにらかにらかに違違違違うものでありうものでありうものでありうものであり、、、、我我我我々々々々はそのようなはそのようなはそのようなはそのような司法司法司法司法のののの世界世界世界世界におけるにおけるにおけるにおける競争競争競争競争ないしないしないしないし市場原理市場原理市場原理市場原理をををを

是認是認是認是認するものではなくするものではなくするものではなくするものではなく、、、、あくまであくまであくまであくまで一線一線一線一線をををを画画画画すすすす必要必要必要必要があることをがあることをがあることをがあることを敢敢敢敢てここにてここにてここにてここに指摘指摘指摘指摘するするするする。。。。    

すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士のののの職務職務職務職務はははは、、、、人権擁護人権擁護人権擁護人権擁護とととと社会正義社会正義社会正義社会正義のののの実現実現実現実現をををを使命使命使命使命とするとするとするとする公共的職責公共的職責公共的職責公共的職責をををを担担担担いいいい、、、、

またまたまたまた市民市民市民市民のののの財産財産財産財産のみならずのみならずのみならずのみならず生命生命生命生命・・・・身体身体身体身体のののの自由自由自由自由にににに関関関関わるもわるもわるもわるものであることからのであることからのであることからのであることから、、、、法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口をををを増増増増

員員員員するするするする場合場合場合場合にもにもにもにも競争競争競争競争とととと優勝劣敗優勝劣敗優勝劣敗優勝劣敗のののの経済論理経済論理経済論理経済論理によるによるによるによる淘汰淘汰淘汰淘汰にににに任任任任せてはならないことをせてはならないことをせてはならないことをせてはならないことを強強強強くくくく自自自自

覚覚覚覚しししし、、、、法曹法曹法曹法曹としてとしてとしてとして必要必要必要必要なななな質質質質をををを維持維持維持維持しながらしながらしながらしながら司法改革司法改革司法改革司法改革のののの実現実現実現実現にににに資資資資するするするする調和調和調和調和のとれたのとれたのとれたのとれた増員増員増員増員をををを図図図図

らねばならないとらねばならないとらねばならないとらねばならないと考考考考えるものであるえるものであるえるものであるえるものである。。。。」 

 

この部分は、市場原理が機能しないことを明確に主張しているところは評価できます。

しかし、「何故弁護士と言う職業が市場原理になじまないか」を、具体的説得的に説明でき

ておらず、「駄目なものは駄目」と言っているだけのような印象を与えるところが感心でき

ないところです1。 

 

「(3) (3) (3) (3) 「「「「概概概概ねねねね５５５５万人万人万人万人」」」」というというというという将来法曹人口予測将来法曹人口予測将来法曹人口予測将来法曹人口予測のののの根拠根拠根拠根拠    

前記前記前記前記２０００２０００２０００２０００年年年年１１１１１１１１月月月月１１１１日日弁連臨時総会決議日日弁連臨時総会決議日日弁連臨時総会決議日日弁連臨時総会決議はははは、、、、そのそのそのその提案理由提案理由提案理由提案理由のののの中中中中でででで、「、「、「、「国民国民国民国民がががが必要必要必要必要とととと

するするするする適正適正適正適正なななな法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口」」」」のののの将来目標将来目標将来目標将来目標としてとしてとしてとして、、、、以下以下以下以下のののの検討要素検討要素検討要素検討要素をををを挙挙挙挙げてげてげてげて、「、「、「、「概概概概ねねねね５５５５万人程度万人程度万人程度万人程度」」」」

というというというという数値数値数値数値をををを試算試算試算試算しているしているしているしている。。。。    

①①①①    法律相談法律相談法律相談法律相談・・・・法律扶助法律扶助法律扶助法律扶助・・・・国選弁護国選弁護国選弁護国選弁護・・・・当番弁護士当番弁護士当番弁護士当番弁護士などなどなどなど法的法的法的法的ニーズニーズニーズニーズからからからから必要数必要数必要数必要数をををを積算積算積算積算するするするする方法方法方法方法、、、、    

②②②②    民事法律扶助民事法律扶助民事法律扶助民事法律扶助のののの拡充拡充拡充拡充、、、、国費国費国費国費によるによるによるによる被疑者弁護制度被疑者弁護制度被疑者弁護制度被疑者弁護制度のののの実現実現実現実現などなどなどなど司法基盤整備司法基盤整備司法基盤整備司法基盤整備のののの状況状況状況状況をををを考考考考

慮慮慮慮するするするする方法方法方法方法、、、、    

③③③③    東京都東京都東京都東京都やややや大阪市大阪市大阪市大阪市のののの人人人人口口口口とととと弁護士数弁護士数弁護士数弁護士数のののの比率比率比率比率によりによりによりにより、、、、日本全体日本全体日本全体日本全体のののの弁護士数弁護士数弁護士数弁護士数をををを推測推測推測推測するするするする方法方法方法方法、、、、    

④④④④    実質実質実質実質GDP GDP GDP GDP のののの上昇率上昇率上昇率上昇率とととと法曹人口増加率法曹人口増加率法曹人口増加率法曹人口増加率のののの比較比較比較比較、、、、    

⑤⑤⑤⑤    法人数法人数法人数法人数のののの伸伸伸伸びびびび率率率率とととと法曹人口増加率法曹人口増加率法曹人口増加率法曹人口増加率のののの比較比較比較比較、、、、    

                                            
1具体的な議論は、「法曹人口問題についての一考察」第22頁をご参照戴ければ幸いです。 
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⑥⑥⑥⑥    地域司法計画地域司法計画地域司法計画地域司法計画によるによるによるによる積積積積みみみみ上上上上げげげげ、、、、    

⑦⑦⑦⑦    外国外国外国外国のののの弁護士人口弁護士人口弁護士人口弁護士人口とととと国民人口比率国民人口比率国民人口比率国民人口比率とのとのとのとの比較比較比較比較、、、、    

⑧⑧⑧⑧    新新新新たなたなたなたな法曹養成制度法曹養成制度法曹養成制度法曹養成制度のののの整備状況整備状況整備状況整備状況    

かかるかかるかかるかかる決議決議決議決議にににに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの議論過程議論過程議論過程議論過程におけるにおけるにおけるにおける当時当時当時当時のののの予測予測予測予測としてはとしてはとしてはとしては、ａ、ａ、ａ、ａ....個個個個々々々々のののの弁護士弁護士弁護士弁護士のののの負負負負

担担担担がががが適度適度適度適度なななな範囲範囲範囲範囲でででで被疑者国選弁護被疑者国選弁護被疑者国選弁護被疑者国選弁護をををを完全実施完全実施完全実施完全実施するにはするにはするにはするには約約約約５５５５万人万人万人万人のののの弁護士弁護士弁護士弁護士がががが必要必要必要必要、ｂ、ｂ、ｂ、ｂ....市民市民市民市民

アンケートアンケートアンケートアンケート等等等等によるによるによるによる潜在的潜在的潜在的潜在的なななな法的需要法的需要法的需要法的需要にににに応応応応じていくためにはじていくためにはじていくためにはじていくためには約約約約４４４４万人万人万人万人のののの弁護士弁護士弁護士弁護士がががが必要必要必要必要、ｃ、ｃ、ｃ、ｃ....

法法法法曹一元曹一元曹一元曹一元のののの供給母体供給母体供給母体供給母体としてのとしてのとしてのとしての弁護士弁護士弁護士弁護士はははは約約約約６６６６万人万人万人万人がががが必要必要必要必要、、、、等等等等ののののシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションであったであったであったであった。。。。

日弁連日弁連日弁連日弁連はははは、、、、それらをそれらをそれらをそれらを総合的総合的総合的総合的にににに考慮考慮考慮考慮してしてしてして「「「「概概概概ねねねね５５５５万人程度万人程度万人程度万人程度」」」」というというというという数数数数をををを試算試算試算試算したものでしたものでしたものでしたもので、、、、仮仮仮仮

にそのにそのにそのにその試算試算試算試算のののの精度精度精度精度にににに諸諸諸諸々々々々のののの意見意見意見意見があるとしてもがあるとしてもがあるとしてもがあるとしても現在現在現在現在これをこれをこれをこれを大幅大幅大幅大幅にににに見直見直見直見直すすすす積極的積極的積極的積極的なななな理由理由理由理由もももも

なくなくなくなく、、、、またこれはまたこれはまたこれはまたこれは「「「「市民市民市民市民のためののためののためののための司法改革司法改革司法改革司法改革」」」」達成達成達成達成のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな数数数数としてとしてとしてとして日弁連日弁連日弁連日弁連がががが対外的対外的対外的対外的

にもにもにもにも宣言宣言宣言宣言したしたしたした数値数値数値数値でありでありでありであり、、、、これこれこれこれ自体自体自体自体はははは変変変変えるべきはないとえるべきはないとえるべきはないとえるべきはないと考考考考えるえるえるえる。。。。」 

 

1. 残念ながら、この部分も非論理的と言わざるを得ません。「概概概概ねねねね５５５５万人程度万人程度万人程度万人程度」という

試算自体に合理的な理由が存在しません。しかも、「仮仮仮仮にそのにそのにそのにその試算試算試算試算のののの精度精度精度精度にににに諸諸諸諸々々々々のののの意見意見意見意見

があるとしてもがあるとしてもがあるとしてもがあるとしても現在現在現在現在これをこれをこれをこれを大幅大幅大幅大幅にににに見直見直見直見直すすすす積極的積極的積極的積極的なななな理由理由理由理由もなくもなくもなくもなく」と、無根拠かつ非論理的

に断定するのみで、論理がありません。この書き方では、何の調査も、比較検討もせず

「大幅大幅大幅大幅にににに見直見直見直見直すすすす積極的積極的積極的積極的なななな理由理由理由理由もなくもなくもなくもなく」と書かれていると解釈されても仕方ありません。

少なくとも、これほど根拠を示さない見解は、珍しいのではないでしょうか。 

  しかも、この意見書は9ページで「前記日弁連調査報告書前記日弁連調査報告書前記日弁連調査報告書前記日弁連調査報告書でもでもでもでも、、、、２０１８２０１８２０１８２０１８年年年年にににに現在現在現在現在のののの

２２２２倍倍倍倍のののの弁護士人口弁護士人口弁護士人口弁護士人口（（（（５５５５万人万人万人万人））））をををを吸収吸収吸収吸収できるできるできるできる法的法的法的法的ニーズニーズニーズニーズのののの顕在化顕在化顕在化顕在化はははは困難困難困難困難であるとであるとであるとであると指摘指摘指摘指摘してしてしてして

おりおりおりおり」と自ら記載しています。これは、「大幅大幅大幅大幅にににに見直見直見直見直すすすす積極的積極的積極的積極的なななな理由理由理由理由」には、ならない

のでしょうか。このような不整合性をいかに理解すれば良いのでしょうか。 

2. また、この文章に続く「またこれはまたこれはまたこれはまたこれは「「「「市民市民市民市民のためののためののためののための司法改革司法改革司法改革司法改革」」」」達成達成達成達成のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな数数数数

としてとしてとしてとして日弁連日弁連日弁連日弁連がががが対外的対外的対外的対外的にもにもにもにも宣言宣言宣言宣言したしたしたした数値数値数値数値でありでありでありであり、、、、これこれこれこれ自体自体自体自体はははは変変変変えるべきはないとえるべきはないとえるべきはないとえるべきはないと考考考考ええええ

るるるる。。。。」という一文に至っては何と申し上げたらよいのか、言葉を失います。市民のため

の司法改革である以上、市民のためにならない、または市民にとって必要ないことが判

明したなら、その時点で即刻市民のために進路変更をすべきではないでしょうか。とこ

ろが、「日弁連日弁連日弁連日弁連がががが対外的対外的対外的対外的にもにもにもにも宣言宣言宣言宣言したしたしたした」から変えるべきではないとは、どういうことで

しょうか。どこに市民の視点があるというのでしょうか。この文章は、一度作るといっ

たから不必要なダム建設をやめられない官僚の存在を思い起こします。市民のための司

法改革だからこそ、社会的弊害が発生することが明らかになった以上、進路変更するべ

き務めを我々弁護士は負っているはずです。私達弁護士は、決して、過去の、或いは、

現在の執行部の面子のために従前の路線を踏襲すべきなどと言った意見を社会に発信す

べきではありません。 

 

「(4) (4) (4) (4) 数数数数としてとしてとしてとして検討検討検討検討すべきすべきすべきすべき「「「「法曹法曹法曹法曹」」」」とはとはとはとは（（（（隣接法律専門職種隣接法律専門職種隣接法律専門職種隣接法律専門職種とのとのとのとの関係関係関係関係））））    

①①①①ここでここでここでここで「「「「適正法曹人口適正法曹人口適正法曹人口適正法曹人口」」」」とととと言言言言うううう場合場合場合場合のののの「「「「法曹法曹法曹法曹」」」」のののの意味意味意味意味をををを確認確認確認確認しておくしておくしておくしておく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

諸外国諸外国諸外国諸外国とのとのとのとの法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口のののの比較比較比較比較においてにおいてにおいてにおいて、、、、我我我我がががが国国国国にはにはにはには他国他国他国他国とととと異異異異なりなりなりなり、、、、弁護士以外弁護士以外弁護士以外弁護士以外にににに、、、、行政官行政官行政官行政官

庁庁庁庁のののの管理管理管理管理・・・・監督監督監督監督するするするする隣接法律専門職種隣接法律専門職種隣接法律専門職種隣接法律専門職種（（（（司法書士司法書士司法書士司法書士１８９７４１８９７４１８９７４１８９７４人人人人・・・・弁理士弁理士弁理士弁理士７７６３７７６３７７６３７７６３人人人人・・・・税理税理税理税理

士士士士７０６６４７０６６４７０６６４７０６６４人人人人・・・・行政書士行政書士行政書士行政書士３８８８３３８８８３３８８８３３８８８３人人人人・・・・社会保険労務士社会保険労務士社会保険労務士社会保険労務士３２３２２３２３２２３２３２２３２３２２人人人人・・・・土地家屋調査士土地家屋調査士土地家屋調査士土地家屋調査士
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１８６１５１８６１５１８６１５１８６１５人人人人））））がががが１８１８１８１８万人以上万人以上万人以上万人以上もおりもおりもおりもおり、、、、これらこれらこれらこれら隣接法律専門職隣接法律専門職隣接法律専門職隣接法律専門職もももも含含含含めてめてめてめて法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口をををを比較比較比較比較すすすす

るのであればるのであればるのであればるのであれば、、、、我我我我がががが国国国国がががが諸外国諸外国諸外国諸外国にににに比比比比してしてしてして法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口がががが決決決決してしてしてして少少少少なななないとはいとはいとはいとは言言言言えないえないえないえない。。。。    

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、これらこれらこれらこれら隣接法律専門職隣接法律専門職隣接法律専門職隣接法律専門職はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで弁護士弁護士弁護士弁護士のののの少少少少ないないないない地域地域地域地域やややや経済的規模経済的規模経済的規模経済的規模のののの

小小小小さいさいさいさい市民市民市民市民のののの法的問題法的問題法的問題法的問題のののの解決解決解決解決においてにおいてにおいてにおいて一定一定一定一定のののの役割役割役割役割をををを果果果果たしてきたことはたしてきたことはたしてきたことはたしてきたことは事実事実事実事実であるがであるがであるがであるが、、、、本本本本

来的来的来的来的にはにはにはには、、、、法的紛争事案法的紛争事案法的紛争事案法的紛争事案ではないではないではないではない法律事務業務法律事務業務法律事務業務法律事務業務をををを行行行行うべきうべきうべきうべき存在存在存在存在でありでありでありであり、、、、法的判断法的判断法的判断法的判断がががが伴伴伴伴うううう法法法法

的紛争事案的紛争事案的紛争事案的紛争事案のののの解決解決解決解決をををを担担担担うべきうべきうべきうべき職責職責職責職責はははは、、、、法曹養成法曹養成法曹養成法曹養成プロセスプロセスプロセスプロセスのののの法的訓練法的訓練法的訓練法的訓練をををを積積積積んだんだんだんだ弁護士弁護士弁護士弁護士にありにありにありにあり、、、、

そのそのそのその意味意味意味意味でででで「「「「法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口」」」」のののの「「「「法曹法曹法曹法曹」」」」にはにはにはには含含含含まれるべきものではないのであるまれるべきものではないのであるまれるべきものではないのであるまれるべきものではないのである。。。。    

そしてこれらそしてこれらそしてこれらそしてこれら隣接法律専門職隣接法律専門職隣接法律専門職隣接法律専門職はははは、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士とととと異異異異なりなりなりなり、、、、本来的本来的本来的本来的にににに行政行政行政行政のののの補助職補助職補助職補助職としてのとしてのとしてのとしての実実実実

質質質質・・・・性格性格性格性格をををを有有有有するものでありするものでありするものでありするものであり、、、、行政官庁行政官庁行政官庁行政官庁のののの管理管理管理管理・・・・監督監督監督監督をををを受受受受けるけるけるける立場立場立場立場にあるにあるにあるにある。。。。法的紛争事案法的紛争事案法的紛争事案法的紛争事案

のののの解決解決解決解決はははは、、、、当該行為当該行為当該行為当該行為のののの妥当性妥当性妥当性妥当性のみならずのみならずのみならずのみならず適法性適法性適法性適法性やややや違憲性違憲性違憲性違憲性までもまでもまでもまでも常常常常にににに視野視野視野視野にににに入入入入れてれてれてれて対応対応対応対応するするするする

必要必要必要必要がありがありがありがあり、、、、時時時時にはにはにはには国家権力国家権力国家権力国家権力とととと対峙対峙対峙対峙しなければならないがしなければならないがしなければならないがしなければならないが、、、、行政官庁行政官庁行政官庁行政官庁のののの管理管理管理管理・・・・監督監督監督監督をををを受受受受けけけけ

るるるる隣接法律専門職隣接法律専門職隣接法律専門職隣接法律専門職ではそのようなではそのようなではそのようなではそのような対応対応対応対応はははは期待期待期待期待できずできずできずできず、、、、権力権力権力権力からのからのからのからの独立独立独立独立をををを認認認認められめられめられめられ自治権自治権自治権自治権をををを

有有有有するするするする弁護士弁護士弁護士弁護士こそがこそがこそがこそが真真真真にそのにそのにそのにその役割役割役割役割をををを担担担担うべきであるうべきであるうべきであるうべきである。。。。    

②２００１②２００１②２００１②２００１年年年年６６６６月月月月のののの司法制度改革審議会意見書司法制度改革審議会意見書司法制度改革審議会意見書司法制度改革審議会意見書においてもにおいてもにおいてもにおいても、「、「、「、「２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの司法司法司法司法をををを支支支支えるたえるたえるたえるた

めのめのめのめの人的基盤人的基盤人的基盤人的基盤のののの整備整備整備整備としてはとしてはとしてはとしては、、、、プロフェッションプロフェッションプロフェッションプロフェッションとしてのとしてのとしてのとしての法曹法曹法曹法曹（（（（裁判官裁判官裁判官裁判官、、、、検察官検察官検察官検察官、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士））））

のののの質質質質とととと量量量量をををを大幅大幅大幅大幅にににに拡充拡充拡充拡充することがすることがすることがすることが不可欠不可欠不可欠不可欠であるであるであるである。」。」。」。」とととと述述述述べられておりべられておりべられておりべられており、、、、隣接法律専門職隣接法律専門職隣接法律専門職隣接法律専門職をををを

法曹法曹法曹法曹にににに含含含含めてめてめてめて考考考考えてはいないとえてはいないとえてはいないとえてはいないと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。更更更更にににに意見書意見書意見書意見書はははは「「「「弁護士弁護士弁護士弁護士とととと隣接法律専門職種隣接法律専門職種隣接法律専門職種隣接法律専門職種とのとのとのとの

関係関係関係関係についてはについてはについてはについては、、、、弁護士人口弁護士人口弁護士人口弁護士人口のののの大幅大幅大幅大幅なななな増加増加増加増加とととと諸般諸般諸般諸般のののの弁護士改革弁護士改革弁護士改革弁護士改革がががが現実化現実化現実化現実化するするするする将来将来将来将来においてにおいてにおいてにおいて、、、、

各隣接法律専門職種各隣接法律専門職種各隣接法律専門職種各隣接法律専門職種のののの制度制度制度制度のののの趣旨趣旨趣旨趣旨やややや意義意義意義意義、、、、及及及及びびびび利用者利用者利用者利用者のののの利便利便利便利便とそのとそのとそのとその権利保護権利保護権利保護権利保護のののの要請等要請等要請等要請等をををを踏踏踏踏

まえまえまえまえ、、、、法的法的法的法的サービスサービスサービスサービスのののの担担担担いいいい手手手手のののの在在在在りりりり方方方方をををを改改改改めてめてめてめて総合的総合的総合的総合的にににに検討検討検討検討するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。しかしながしかしながしかしながしかしなが

らららら、、、、国民国民国民国民のののの権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護にににに不十分不十分不十分不十分なななな現状現状現状現状をををを直直直直ちにちにちにちに解消解消解消解消するするするする必要性必要性必要性必要性にかんがみにかんがみにかんがみにかんがみ、、、、利用者利用者利用者利用者のののの視点視点視点視点かかかか

らららら、、、、当面当面当面当面のののの法的需要法的需要法的需要法的需要をををを充足充足充足充足させるためのさせるためのさせるためのさせるための措置措置措置措置をををを講講講講じるじるじるじる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。」。」。」。」とととと述述述述べているべているべているべている。。。。すなすなすなすな

わちわちわちわち、、、、法的法的法的法的サービスサービスサービスサービスのののの担担担担いいいい手手手手はははは弁護士弁護士弁護士弁護士でありでありでありであり、、、、しかししかししかししかし弁護士人口弁護士人口弁護士人口弁護士人口がががが足足足足りないりないりないりない現状現状現状現状にににに鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、

当面当面当面当面のののの法的需要法的需要法的需要法的需要にににに応応応応じるじるじるじる為為為為にににに隣接法律専門職種隣接法律専門職種隣接法律専門職種隣接法律専門職種にににに措置措置措置措置をををを講講講講じるじるじるじる（（（（一定一定一定一定のののの権限権限権限権限をををを付与付与付与付与するするするする））））

としたものであるとしたものであるとしたものであるとしたものである。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、弁護士人口弁護士人口弁護士人口弁護士人口のののの増加増加増加増加によりによりによりにより弁護士弁護士弁護士弁護士がががが法的需要法的需要法的需要法的需要をををを充足充足充足充足するにするにするにするに

至至至至ったったったった場合場合場合場合はははは、、、、当面付与当面付与当面付与当面付与されたされたされたされた権限権限権限権限のののの縮小縮小縮小縮小すらをすらをすらをすらを視野視野視野視野におかれているのであるにおかれているのであるにおかれているのであるにおかれているのである。。。。そしてそしてそしてそして、、、、

このこのこのこの数年間数年間数年間数年間においてにおいてにおいてにおいて、、、、着実着実着実着実なななな弁護士人口弁護士人口弁護士人口弁護士人口のののの増員増員増員増員をををを果果果果たしたしたしたし、、、、法的需要法的需要法的需要法的需要にににに対応対応対応対応できるできるできるできる展望展望展望展望がががが拓拓拓拓

けているけているけているけている現状現状現状現状においてにおいてにおいてにおいて、、、、司法書士司法書士司法書士司法書士・・・・行政書士行政書士行政書士行政書士・・・・社会保険労務士等社会保険労務士等社会保険労務士等社会保険労務士等のののの権限拡大権限拡大権限拡大権限拡大要求要求要求要求（（（（上限額上限額上限額上限額

のないのないのないのない法律相談法律相談法律相談法律相談やややや代理権付与等代理権付与等代理権付与等代理権付与等））））にはにはにはには断固反対断固反対断固反対断固反対するものであるするものであるするものであるするものである。。。。」 

 

1． 法曹人口問題で、他士業が問題になるのは、主として次のような文脈です。「諸外国と 

日本で、弁護士数だけを比べれば、日本が少ないようであるが、日本では法律業務を多

くの士業で分担して行っているので、諸外国ほどの弁護士数が必要でない。フランス並

みの5万人の弁護士などは、全く必要ではない。」。この議論に、法曹人口をどう定義す

るかは、関係がありません。よって、法曹人口問題という視点からは、「法曹」をいかに

定義すべきかは、的はずれの議論といわざるを得ません。 

ただし、この議論の途中にある「行政官庁行政官庁行政官庁行政官庁のののの管理管理管理管理・・・・監督監督監督監督をををを受受受受けるけるけるける立場立場立場立場」であるから隣

接他士業を、法曹人口に含めるべきではないという立論は、深く嘉するに足るでしょう。

長く記憶しなければなりません。東京弁護士会は、必ずや会を挙げて「行政官庁行政官庁行政官庁行政官庁のののの管理管理管理管理・・・・

監督監督監督監督をををを受受受受けるけるけるける」法テラスに反対してくれるものと信じるからです。 
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2. 後半の「司法書士司法書士司法書士司法書士・・・・行政書士行政書士行政書士行政書士・・・・社会保険労務士等社会保険労務士等社会保険労務士等社会保険労務士等のののの権限拡大要求権限拡大要求権限拡大要求権限拡大要求（（（（上限額上限額上限額上限額のないのないのないのない法律法律法律法律

相談相談相談相談やややや代理権付与等代理権付与等代理権付与等代理権付与等））））にはにはにはには断固反対断固反対断固反対断固反対するものであるするものであるするものであるするものである。。。。」は、首肯することができます。

しかし、その前の「当面付与当面付与当面付与当面付与されたされたされたされた権権権権限限限限のののの縮小縮小縮小縮小すらをすらをすらをすらを視野視野視野視野におかれているのであるにおかれているのであるにおかれているのであるにおかれているのである。。。。」

は、楽観的過ぎると思います。一時ほどではないにしろ規制緩和の流れの中、他士業の

権限が拡大され弁護士との垣根が取り払われる方向の動きこそあれ、一旦他士業に付与

された権限が縮小されるなどと期待できる社会的要因はどこにもないからです。どうし

ても法曹人口5万人の方向へ誘導したいから、このようなありそうもないことを書かね

ばならないのかもしれません。 

 

「(5) (5) (5) (5) 法曹人口増員実現法曹人口増員実現法曹人口増員実現法曹人口増員実現のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備    

いかにいかにいかにいかに法曹一元制法曹一元制法曹一元制法曹一元制のののの供給母体供給母体供給母体供給母体としてとしてとしてとして、、、、またまたまたまた潜在的潜在的潜在的潜在的なななな法的法的法的法的ニーズニーズニーズニーズがあるとしてがあるとしてがあるとしてがあるとして、、、、あるあるあるあるいはいはいはいは

被疑者国選完全実施被疑者国選完全実施被疑者国選完全実施被疑者国選完全実施のためののためののためののための刑事弁護人確保刑事弁護人確保刑事弁護人確保刑事弁護人確保のためとしてのためとしてのためとしてのためとして、、、、適正法曹人口適正法曹人口適正法曹人口適正法曹人口「「「「概概概概ねねねね５５５５万人万人万人万人」」」」

とととと算出算出算出算出されたとしてもされたとしてもされたとしてもされたとしても、、、、利用者利用者利用者利用者であるであるであるである市民市民市民市民がががが容易容易容易容易にににに法曹法曹法曹法曹（（（（弁護士弁護士弁護士弁護士））））をををを利用利用利用利用できるできるできるできる司法司法司法司法そしそしそしそし

てててて社会的基盤社会的基盤社会的基盤社会的基盤がががが整備整備整備整備されされされされ、、、、またまたまたまた弁護士弁護士弁護士弁護士もももも市民市民市民市民のののの期待期待期待期待にににに応応応応えられるようなえられるようなえられるようなえられるような能力能力能力能力・・・・質質質質をををを備備備備ええええ、、、、

これにこれにこれにこれに対応対応対応対応しししし得得得得るるるる業務基盤業務基盤業務基盤業務基盤がががが確立確立確立確立されなければされなければされなければされなければ机上机上机上机上のののの空論空論空論空論のののの謗謗謗謗りをりをりをりを免免免免れないれないれないれない。。。。    

法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口のののの大幅増加大幅増加大幅増加大幅増加によってによってによってによって、、、、法曹一元制法曹一元制法曹一元制法曹一元制のののの実現実現実現実現をををを期期期期しししし、、、、司法司法司法司法をををを市民市民市民市民のののの身近身近身近身近にしてにしてにしてにして『『『『法法法法

のののの支配支配支配支配』』』』をををを社会社会社会社会のののの隅隅隅隅々々々々にまでゆきわたらせにまでゆきわたらせにまでゆきわたらせにまでゆきわたらせ、、、、社会社会社会社会のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな分野分野分野分野・・・・地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける法的需法的需法的需法的需

要要要要をををを満満満満たすためにはたすためにはたすためにはたすためには、、、、単単単単にににに法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口とりわとりわとりわとりわけけけけ弁護士人口弁護士人口弁護士人口弁護士人口だけをだけをだけをだけを徒徒徒徒にににに増増増増やすのではなくやすのではなくやすのではなくやすのではなく、、、、増増増増

加加加加するするするする弁護士弁護士弁護士弁護士がががが有効有効有効有効かつかつかつかつ有益有益有益有益にににに利用利用利用利用されるようなされるようなされるようなされるような司法司法司法司法のみならずのみならずのみならずのみならず社会基盤社会基盤社会基盤社会基盤のののの整備整備整備整備がががが必要必要必要必要

でありでありでありであり、、、、日弁連日弁連日弁連日弁連はこれまでにもはこれまでにもはこれまでにもはこれまでにも増増増増してしてしてして、、、、これらのこれらのこれらのこれらの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備のためにのためにのためにのために全力全力全力全力をををを尽尽尽尽くすべきであくすべきであくすべきであくすべきであ

るるるる。。。。」」」」    

    

この部分の前半のように、きちんと論証もしていないことを、既成事実のように書き

連ねるのは、繰り返しによる洗脳の効果がありますが、その実、理論的な理由の欠落を

露呈しています。また、後半は、具体性がなく、それこそ本文中にある「机上の空論」

的であると言えるでしょう。 

    

「「「「２２２２、、、、法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口のののの増員増員増員増員ペースペースペースペースをををを緩和緩和緩和緩和すべきすべきすべきすべき理理理理由由由由    

以上述以上述以上述以上述べたとおりべたとおりべたとおりべたとおり、、、、将来将来将来将来のののの法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口としてとしてとしてとして概概概概ねねねね５５５５万人程度万人程度万人程度万人程度にににに向向向向けてけてけてけて、、、、法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口はははは漸次増漸次増漸次増漸次増

員員員員されるべきであるしされるべきであるしされるべきであるしされるべきであるし、、、、そのそのそのその人口増員人口増員人口増員人口増員をををを支支支支えるえるえるえる司法基盤及司法基盤及司法基盤及司法基盤及びびびび社会的基盤社会的基盤社会的基盤社会的基盤のののの整備整備整備整備にににに向向向向けてけてけてけて、、、、

日弁連日弁連日弁連日弁連はこれからもはこれからもはこれからもはこれからも最大限最大限最大限最大限のののの努力努力努力努力をすべきであるをすべきであるをすべきであるをすべきである。。。。    

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、人口増員人口増員人口増員人口増員ペースペースペースペースがあまりにがあまりにがあまりにがあまりに急激急激急激急激であればであればであればであれば、、、、そのそのそのその増員増員増員増員をををを支支支支えるべきえるべきえるべきえるべき司法基司法基司法基司法基

盤及盤及盤及盤及びびびび社会的基盤社会的基盤社会的基盤社会的基盤のののの整備整備整備整備がががが間間間間にににに合合合合わずわずわずわず、、、、かえってかえってかえってかえって様様様様々々々々なななな諸問題諸問題諸問題諸問題がががが生起生起生起生起することとなるすることとなるすることとなるすることとなる。。。。日日日日

弁連弁連弁連弁連はははは、「、「、「、「２０１０２０１０２０１０２０１０年頃年頃年頃年頃にににに新司法試験新司法試験新司法試験新司法試験のののの合格者数合格者数合格者数合格者数をををを年間年間年間年間３０００３０００３０００３０００人人人人までまでまでまで増加増加増加増加させさせさせさせ、、、、そのそのそのその後後後後

もももも同程度以上同程度以上同程度以上同程度以上のののの合格者合格者合格者合格者をををを輩出輩出輩出輩出してしてしてして、、、、２０１８２０１８２０１８２０１８年頃年頃年頃年頃にににに実働法曹人口実働法曹人口実働法曹人口実働法曹人口５５５５万人万人万人万人にににに至至至至るるるる」」」」としたとしたとしたとした司司司司

法制度改革審議会意見書及法制度改革審議会意見書及法制度改革審議会意見書及法制度改革審議会意見書及びびびび２００２２００２２００２２００２年閣議決定年閣議決定年閣議決定年閣議決定のののの増員増員増員増員ペースペースペースペースをををを、、、、これまでこれまでこれまでこれまで尊重尊重尊重尊重してきたしてきたしてきたしてきた

がががが、、、、年間合格者年間合格者年間合格者年間合格者がががが２０００２０００２０００２０００人人人人をををを超超超超えたえたえたえた現時点現時点現時点現時点においてにおいてにおいてにおいて、、、、以下以下以下以下のようなのようなのようなのような問題問題問題問題がががが顕在化顕在化顕在化顕在化しつつしつつしつつしつつ

あるあるあるある。。。。前記臨時総会決議前記臨時総会決議前記臨時総会決議前記臨時総会決議においてにおいてにおいてにおいて、、、、日弁連日弁連日弁連日弁連はははは「「「「…………このたびこのたびこのたびこのたび審議会審議会審議会審議会からからからから示示示示されたされたされたされた前記目標前記目標前記目標前記目標のののの

実現過程実現過程実現過程実現過程やややや達成時期達成時期達成時期達成時期についてについてについてについて、、、、法曹一元制法曹一元制法曹一元制法曹一元制のののの達成達成達成達成をもをもをもをも展望展望展望展望しながらしながらしながらしながら、、、、司法司法司法司法のののの一翼一翼一翼一翼をををを直接担直接担直接担直接担

うううう立場立場立場立場からからからから具体的具体的具体的具体的なななな提言提言提言提言をををを行行行行っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。」。」。」。」ともしておりともしておりともしておりともしており、、、、以下以下以下以下のののの問題問題問題問題がががが顕在化顕在化顕在化顕在化したしたしたした今今今今
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こそこそこそこそ、、、、達成時期達成時期達成時期達成時期のののの見直見直見直見直しすなわちしすなわちしすなわちしすなわち法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口のののの増員増員増員増員ペースペースペースペースについてについてについてについて提言提言提言提言をををを行行行行うべきであるうべきであるうべきであるうべきである。。。。」」」」    

(1) (1) (1) (1) 司法司法司法司法修習生修習生修習生修習生のののの基本的法律知識基本的法律知識基本的法律知識基本的法律知識のののの低下低下低下低下についてについてについてについて    

(2) (2) (2) (2) 法曹法曹法曹法曹のののの「「「「質質質質」」」」をををを担保担保担保担保するするするする新新新新しいしいしいしい法曹養成法曹養成法曹養成法曹養成システムシステムシステムシステムがががが成熟途上成熟途上成熟途上成熟途上であることについてであることについてであることについてであることについて    

(3) (3) (3) (3) 法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員にににに対応対応対応対応するためのするためのするためのするための司法基盤司法基盤司法基盤司法基盤のののの整備整備整備整備のののの遅遅遅遅れについてれについてれについてれについて    

(4) (4) (4) (4) 司法司法司法司法のののの有効有効有効有効かつかつかつかつ有益有益有益有益なななな利用利用利用利用のためののためののためののための基盤整備及基盤整備及基盤整備及基盤整備及びびびび法的法的法的法的ニーズニーズニーズニーズのののの顕在化顕在化顕在化顕在化のののの遅遅遅遅れについてれについてれについてれについて    

  

「市民のための」と口では言いながら、上に理由として挙げられているのは、全て内向

きの理由です。法曹関係者の都合が羅列されています。市民の視点からも、弁護士の視

点からも書けるところでも（例えば、法曹の「質」の問題などもそうではないでしょう

か。）、弁護士の視点から書かれています。これは何か、深い慮りがあるのでしょうか。

私には、もっと強調されるべきだと思われる「質の低下によって市民に迷惑が及ぶ」「事

件アサリで市民が迷惑をこうむる」と言った論点を、意図的に避けたのでしょうか。私

の「法曹人口問題についての一考察」の冊子には、「２市民から見た弊害」2という一節

を設けてありますので、よろしければ比較して戴ければ幸いです。 

 

「(1) (1) (1) (1) 司法修習生司法修習生司法修習生司法修習生のののの基本的法律知識基本的法律知識基本的法律知識基本的法律知識のののの低下低下低下低下についてについてについてについて    

司法試験司法試験司法試験司法試験のののの合格者合格者合格者合格者はははは、、、、２０００２０００２０００２０００年年年年のののの司法制度改革審議会意見書司法制度改革審議会意見書司法制度改革審議会意見書司法制度改革審議会意見書のののの提言以来提言以来提言以来提言以来、、、、毎年漸次増毎年漸次増毎年漸次増毎年漸次増

加加加加しししし、、、、２００４２００４２００４２００４年年年年からはからはからはからは約約約約１５００１５００１５００１５００人人人人、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年からはからはからはからは約約約約２０００２０００２０００２０００人程度人程度人程度人程度となっているとなっているとなっているとなっている。。。。

それにそれにそれにそれに伴伴伴伴いいいい、、、、司法修習生司法修習生司法修習生司法修習生のののの考試考試考試考試（（（（いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる二回試験二回試験二回試験二回試験））））においてにおいてにおいてにおいて、、、、２００６２００６２００６２００６年年年年のののの５９５９５９５９期期期期ではではではでは

１０７１０７１０７１０７人人人人のののの不合格者不合格者不合格者不合格者がががが、、、、２００７２００７２００７２００７年年年年のののの６０６０６０６０期期期期でもでもでもでも新旧合計新旧合計新旧合計新旧合計でででで１１９１１９１１９１１９人人人人ものものものもの不合格者不合格者不合格者不合格者がががが出出出出るるるる

等等等等、、、、大量大量大量大量のののの不合格者不合格者不合格者不合格者がががが出出出出るるるる事態事態事態事態となっているとなっているとなっているとなっている。。。。またまたまたまた、、、、２００８２００８２００８２００８年年年年１０１０１０１０月月月月５５５５日日日日にににに出出出出されたされたされたされた最最最最

高裁判所高裁判所高裁判所高裁判所のののの報告書報告書報告書報告書によればによればによればによれば、、、、法科大学院出身法科大学院出身法科大学院出身法科大学院出身・・・・新司法試験合格者新司法試験合格者新司法試験合格者新司法試験合格者がががが大部分大部分大部分大部分となっているとなっているとなっているとなっている現現現現

在在在在のののの司法研修所司法研修所司法研修所司法研修所のののの修習生修習生修習生修習生のののの現状現状現状現状についてについてについてについて、「、「、「、「大多数大多数大多数大多数はははは期待期待期待期待したしたしたした成果成果成果成果をををを上上上上げているげているげているげている」」」」としなとしなとしなとしな

がらもがらもがらもがらも、、、、一方一方一方一方でででで「「「「実力実力実力実力にばらつきがありにばらつきがありにばらつきがありにばらつきがあり下位層下位層下位層下位層がががが増加増加増加増加しているしているしているしている」「」「」「」「最低限最低限最低限最低限のののの能力能力能力能力をををを修得修得修得修得しししし

ているとはているとはているとはているとは認認認認めがたいめがたいめがたいめがたい答案答案答案答案があるがあるがあるがある」「」「」「」「合格者数合格者数合格者数合格者数のののの増加増加増加増加とととと関係関係関係関係があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか」」」」とととと指摘指摘指摘指摘

されているされているされているされている。。。。    

大量大量大量大量のののの二回試験不合格者二回試験不合格者二回試験不合格者二回試験不合格者がががが出出出出たからといってたからといってたからといってたからといって、、、、合格者合格者合格者合格者もももも含含含含めてめてめてめて法的基本知識能力法的基本知識能力法的基本知識能力法的基本知識能力のみなのみなのみなのみな

らずらずらずらず法曹法曹法曹法曹のののの質全般質全般質全般質全般にににに問題問題問題問題があるかのようにがあるかのようにがあるかのようにがあるかのように言言言言うのはうのはうのはうのは根拠根拠根拠根拠のないことであるしのないことであるしのないことであるしのないことであるし、、、、まだまだまだまだ１１１１年目年目年目年目

のののの結果結果結果結果だけでありだけでありだけでありだけであり、、、、法曹法曹法曹法曹としてのとしてのとしてのとしての質質質質にににに問題問題問題問題がががが発生発生発生発生しているかしているかしているかしているか否否否否かのかのかのかの判断判断判断判断はははは、、、、今後数年間今後数年間今後数年間今後数年間のののの

経過観察経過観察経過観察経過観察とととと検証検証検証検証をををを経経経経なければならないなければならないなければならないなければならない。。。。    

しかししかししかししかし、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも現時点現時点現時点現時点においてにおいてにおいてにおいて、、、、司法修習司法修習司法修習司法修習生生生生のののの法的基本知識法的基本知識法的基本知識法的基本知識のののの修得修得修得修得にににに懸念懸念懸念懸念がががが生生生生じてじてじてじて

いるのであるからいるのであるからいるのであるからいるのであるから、、、、そのようなそのようなそのようなそのような法曹養成法曹養成法曹養成法曹養成のののの現場現場現場現場のののの声声声声をををを考慮考慮考慮考慮しそのしそのしそのしその対策対策対策対策とともにとともにとともにとともに新司法試験新司法試験新司法試験新司法試験

のののの合格者数合格者数合格者数合格者数のののの増員増員増員増員ののののペースペースペースペースのののの緩和緩和緩和緩和についてもについてもについてもについても検討検討検討検討せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないないないない。。。。」 

 

「今後数年間今後数年間今後数年間今後数年間のののの経過観察経過観察経過観察経過観察とととと検証検証検証検証をををを経経経経なければならないなければならないなければならないなければならない。。。。」ということですが、質の低下

が明確になってから対策を講じるのでは、市民に取り返しのつかない人権侵害が起こっ

た後になってしまいます。あらためて申し上げるまでもなく、人権は、非常に大切なも

ので、しかも、失われやすく、かつ、一旦冒されたならそれを取り戻すことは非常に困

                                            
2 「法曹人口問題についての一考察」第 16頁目以下 
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難です。私達弁護士が人権侵害について鈍感であってはなりません。一人の市民であれ、

弁護士の激増による人権侵害の被害を被るような社会にしてはいけないのです。質の問

題が発生しても、すなわち、弁護過誤や倫理規定違反等による人権侵害があっても、そ

の後の検証に任せれば良いと言う議論を行う人の人権感覚を私は疑わざるを得ません。

また、「増員増員増員増員ののののペースペースペースペースのののの緩和緩和緩和緩和」では上手くいきません。3000人どころか、2000人を少し

超えただけで社会的弊害が既に生じており、増員のペースの緩和などと言った緩やかな

是正では、到底修正不可能だと思われるからです。 

 

「(2) (2) (2) (2) 法曹法曹法曹法曹のののの「「「「質質質質」」」」をををを担保担保担保担保するするするする新新新新しいしいしいしい法曹養成法曹養成法曹養成法曹養成システムシステムシステムシステムがががが成熟途上成熟途上成熟途上成熟途上であることについてであることについてであることについてであることについて    

法科大学院法科大学院法科大学院法科大学院をををを中核中核中核中核とするとするとするとする新新新新しいしいしいしい法曹養成制度法曹養成制度法曹養成制度法曹養成制度はははは、、、、従来従来従来従来のののの詰詰詰詰めめめめ込込込込みみみみ主義主義主義主義によるによるによるによる法的知識偏法的知識偏法的知識偏法的知識偏

重重重重のののの旧司法試験制度旧司法試験制度旧司法試験制度旧司法試験制度のののの行行行行きききき詰詰詰詰まりをまりをまりをまりを打破打破打破打破しししし、、、、併併併併せてせてせてせて法曹法曹法曹法曹をををを大幅大幅大幅大幅にににに増加増加増加増加させながらさせながらさせながらさせながら質質質質をををを維持維持維持維持

するするするするプロセスプロセスプロセスプロセス教育教育教育教育としてとしてとしてとして導入導入導入導入されたものであるされたものであるされたものであるされたものである。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの法科大学院法科大学院法科大学院法科大学院においてはにおいてはにおいてはにおいては、「、「、「、「法法法法

理論理論理論理論のののの基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識」」」」とととと「「「「実務法曹実務法曹実務法曹実務法曹としてのとしてのとしてのとしての基礎能力基礎能力基礎能力基礎能力」」」」をををを修得修得修得修得することがすることがすることがすることが本来求本来求本来求本来求められるのでめられるのでめられるのでめられるので

あるあるあるある。。。。    

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、このこのこのこの制度制度制度制度はははは日弁連日弁連日弁連日弁連のののの２００８２００８２００８２００８年年年年７７７７月月月月２８２８２８２８日付緊急提言日付緊急提言日付緊急提言日付緊急提言のののの指摘指摘指摘指摘にあるとおにあるとおにあるとおにあるとお

りりりり「「「「法曹法曹法曹法曹のののの質質質質」」」」をををを担保担保担保担保するするするする制度制度制度制度としてはとしてはとしてはとしては、、、、未未未未だだだだ成熟途上成熟途上成熟途上成熟途上にあるとにあるとにあるとにあると言言言言わざるをわざるをわざるをわざるを得得得得ないないないない。。。。各法各法各法各法

科大学院科大学院科大学院科大学院のののの定員数削減問題定員数削減問題定員数削減問題定員数削減問題がががが今後今後今後今後どうなるかをどうなるかをどうなるかをどうなるかを含含含含めめめめ、、、、現在検討現在検討現在検討現在検討されているされているされているされている法科大学院法科大学院法科大学院法科大学院のののの在在在在

りりりり方方方方とそのとそのとそのとその成熟度成熟度成熟度成熟度をををを見定見定見定見定めるめるめるめる状況状況状況状況にあるにあるにあるにある中中中中、、、、新司法試験新司法試験新司法試験新司法試験のののの合格者数合格者数合格者数合格者数をををを従前従前従前従前のののの数値目標数値目標数値目標数値目標にににに拘拘拘拘

ってってってって増加増加増加増加することはすることはすることはすることは妥当妥当妥当妥当ではないではないではないではない。。。。他方日弁連他方日弁連他方日弁連他方日弁連はははは、、、、法曹養成法曹養成法曹養成法曹養成のののの中心的役割中心的役割中心的役割中心的役割をををを担担担担うううう者者者者としてとしてとしてとして、、、、

増員増員増員増員ペースペースペースペースををををダウンダウンダウンダウンすることによってすることによってすることによってすることによって質質質質のののの担保担保担保担保がががが図図図図られるといえるだけのられるといえるだけのられるといえるだけのられるといえるだけの新新新新しいしいしいしい法曹養法曹養法曹養法曹養

成制度成制度成制度成制度のののの成熟成熟成熟成熟をををを果果果果たすべくたすべくたすべくたすべく、、、、法科大学院法科大学院法科大学院法科大学院にににに対対対対するするするする十全十全十全十全なななな支援支援支援支援とそのとそのとそのとその道筋道筋道筋道筋をををを示示示示さなければなさなければなさなければなさなければな

らないらないらないらない。。。。」 

 

私は、量を増やして質も落とさないというのは、科学的に不可能ではないかと思いま

す。以前の教育システムがよほどお粗末ならば、そんなことも可能かもしれませんが、

旧試でも皆青春と人生を掛けてリーガルマインドを習得するべく努力していました。例

え今後、弁護士の急増により、弁護士として生活できなくなったとしても、難関の試験

に挑戦しそして合格したことは、過去の合格者にとって生涯の宝物となり、生きてゆく

力を与えてくれるでしょう。大学院を作ったからと言って、それを上まわるものができ

るわけでは必ずしもありません。私には、量を増やして質も維持せよという難題を押し

付けられた法科大学院が気の毒に思われます。東弁の意見書のように、無理難題を押し

付けておいて、今の法科大学院が駄目であるかのように言うのは、フェアでないと思い

ます。本当に質を落としたくないのであれば、科学的には、数を減らすしかないでしょ

う。 

 

「(3) (3) (3) (3) 法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員にににに対応対応対応対応するためのするためのするためのするための司法基盤司法基盤司法基盤司法基盤のののの整備整備整備整備のののの遅遅遅遅れについてれについてれについてれについて    

①①①①    新人弁護士新人弁護士新人弁護士新人弁護士のののの勤務先採用難勤務先採用難勤務先採用難勤務先採用難ととととO.J.T.O.J.T.O.J.T.O.J.T.問題問題問題問題    

弁護士弁護士弁護士弁護士のののの法曹倫理法曹倫理法曹倫理法曹倫理をををを含含含含むむむむ実務法曹実務法曹実務法曹実務法曹としてのとしてのとしてのとしての能力能力能力能力はははは、、、、法科大学院法科大学院法科大学院法科大学院やややや司法研修所司法研修所司法研修所司法研修所のののの教育教育教育教育のみのみのみのみ

でででで養養養養われるものではなくわれるものではなくわれるものではなくわれるものではなく、、、、これまではこれまではこれまではこれまでは、、、、勤務弁護士勤務弁護士勤務弁護士勤務弁護士としてとしてとしてとして、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは先輩弁護士先輩弁護士先輩弁護士先輩弁護士とのとのとのとの事件事件事件事件

をををを通通通通ししししてててて経験経験経験経験によりによりによりにより修得修得修得修得されてきたされてきたされてきたされてきた面面面面がががが大大大大きいきいきいきい（（（（いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるオンオンオンオン・・・・ザザザザ・・・・ジョブジョブジョブジョブ・・・・トレーニントレーニントレーニントレーニン
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ググググ、、、、O.J.T.O.J.T.O.J.T.O.J.T.）。）。）。）。    

ところがところがところがところが、、、、司法試験合格者司法試験合格者司法試験合格者司法試験合格者がががが２０００２０００２０００２０００人人人人をををを超超超超ええええ、、、、毎年多数毎年多数毎年多数毎年多数のののの新人弁護士新人弁護士新人弁護士新人弁護士がががが誕生誕生誕生誕生するようするようするようするよう

になったになったになったになった２００７２００７２００７２００７年年年年からからからから、、、、司法研修所司法研修所司法研修所司法研修所をををを卒業卒業卒業卒業してもしてもしてもしても法律事務所法律事務所法律事務所法律事務所へのへのへのへの入所入所入所入所がががが困難困難困難困難となりとなりとなりとなり、、、、やややや

むをむをむをむを得得得得ずずずず最初最初最初最初からからからから独立独立独立独立したりしたりしたりしたり、、、、他他他他のののの弁護士事務所弁護士事務所弁護士事務所弁護士事務所にににに席席席席だけだけだけだけ置置置置かせてもらうかせてもらうかせてもらうかせてもらう新人弁護士新人弁護士新人弁護士新人弁護士がががが少少少少

なからずなからずなからずなからず出出出出てきておりてきておりてきておりてきており、、、、今後今後今後今後はそのはそのはそのはその傾向傾向傾向傾向がががが一層強一層強一層強一層強くなることがくなることがくなることがくなることが予想予想予想予想されるされるされるされる。。。。このこのこのこの状況状況状況状況はははは

O.J.T.O.J.T.O.J.T.O.J.T.によりによりによりにより実務法曹実務法曹実務法曹実務法曹としてのとしてのとしてのとしての能力能力能力能力をををを修得修得修得修得するするするする道道道道がががが狭狭狭狭められることによるめられることによるめられることによるめられることによる法曹法曹法曹法曹のののの質質質質にににに直直直直

結結結結するするするする憂慮憂慮憂慮憂慮すべきすべきすべきすべき問題問題問題問題であるであるであるである。。。。    

日弁連及日弁連及日弁連及日弁連及びびびび各弁護士会各弁護士会各弁護士会各弁護士会はははは、、、、新人弁護士新人弁護士新人弁護士新人弁護士のののの採用先確保採用先確保採用先確保採用先確保のためにのためにのためにのために、、、、できるできるできるできる限限限限りのりのりのりの対応策対応策対応策対応策はははは講講講講

じてきたがじてきたがじてきたがじてきたが、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながら増員増員増員増員ペースペースペースペースのののの急激急激急激急激さにさにさにさに追追追追いつけないいつけないいつけないいつけない状態状態状態状態がががが生生生生じようとしているじようとしているじようとしているじようとしている。。。。

即独立即独立即独立即独立をするをするをするをする新人弁護士新人弁護士新人弁護士新人弁護士のためののためののためののための技術支援技術支援技術支援技術支援としてとしてとしてとして、、、、e e e e ラーニングラーニングラーニングラーニングによるによるによるによる研修研修研修研修がががが実施実施実施実施されされされされ、、、、

更更更更にはにはにはには支援支援支援支援チューターチューターチューターチューター制度制度制度制度やややや支援支援支援支援メーリングリストメーリングリストメーリングリストメーリングリスト等等等等のののの制度制度制度制度がががが実施実施実施実施されようとしているされようとしているされようとしているされようとしている

がががが、、、、増員増員増員増員ペースペースペースペースはははは、、、、かかるかかるかかるかかる受受受受けけけけ入入入入れれれれ態勢態勢態勢態勢のののの整備状況等整備状況等整備状況等整備状況等にににに照照照照らしてらしてらしてらして緩和緩和緩和緩和すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

②②②②    裁判官裁判官裁判官裁判官・・・・検察官検察官検察官検察官のののの増員増員増員増員    

司法制度改革審議会意見書司法制度改革審議会意見書司法制度改革審議会意見書司法制度改革審議会意見書はははは、、、、法曹人口増加法曹人口増加法曹人口増加法曹人口増加についてについてについてについて、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、裁判官裁判官裁判官裁判官・・・・検検検検

察官察官察官察官についてもについてもについてもについても大幅大幅大幅大幅にににに増加増加増加増加させることをさせることをさせることをさせることを提唱提唱提唱提唱していたしていたしていたしていた。。。。弁護士弁護士弁護士弁護士がががが増加増加増加増加しししし市民市民市民市民がががが弁護士弁護士弁護士弁護士にににに法法法法

的紛争的紛争的紛争的紛争のののの解決解決解決解決をををを依頼依頼依頼依頼しやすくなってもしやすくなってもしやすくなってもしやすくなっても、、、、司法制度司法制度司法制度司法制度をををを担担担担うううう裁判官裁判官裁判官裁判官・・・・検察官検察官検察官検察官がががが不足不足不足不足していてはしていてはしていてはしていては、、、、

司法制度司法制度司法制度司法制度をををを十分十分十分十分にににに活用活用活用活用することができないからであるすることができないからであるすることができないからであるすることができないからである。。。。    

ところがところがところがところが、、、、２０００２０００２０００２０００年年年年～～～～２００７２００７２００７２００７年年年年のののの増加増加増加増加のののの経緯経緯経緯経緯をををを統計統計統計統計でででで見見見見るとるとるとると、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士はははは約約約約６０００６０００６０００６０００

人増人増人増人増えているのにえているのにえているのにえているのに対対対対しししし、、、、裁判官裁判官裁判官裁判官はははは約約約約４００４００４００４００人人人人、、、、検察官検察官検察官検察官はははは約約約約３００３００３００３００人人人人しかしかしかしか増増増増えていないえていないえていないえていない。。。。国国国国

のののの司法予算司法予算司法予算司法予算のののの制約制約制約制約やややや、、、、物的施設物的施設物的施設物的施設のののの収容能力等収容能力等収容能力等収容能力等のののの問題問題問題問題、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは弁護士任官弁護士任官弁護士任官弁護士任官がががが予想以上予想以上予想以上予想以上にににに少少少少

ないというないというないというないという事情事情事情事情があるにせよがあるにせよがあるにせよがあるにせよ、、、、裁判官裁判官裁判官裁判官・・・・検察官検察官検察官検察官のののの増員増員増員増員がこのようがこのようがこのようがこのようにににに少少少少ないないないない状況状況状況状況ではではではでは、、、、司法司法司法司法

試験試験試験試験のののの合格者合格者合格者合格者のののの９９９９割割割割がががが志望志望志望志望するするするする弁護士弁護士弁護士弁護士だけがだけがだけがだけが増増増増えてもえてもえてもえても、、、、司法制度司法制度司法制度司法制度のののの実際実際実際実際のののの利用利用利用利用はははは進進進進まないまないまないまない

というというというという極極極極めてめてめてめて歪歪歪歪んだんだんだんだ司法環境司法環境司法環境司法環境になりかねないになりかねないになりかねないになりかねない。。。。従従従従ってってってって、、、、裁判官裁判官裁判官裁判官やややや検察官検察官検察官検察官そしてそしてそしてそして職員職員職員職員のののの更更更更なななな

るるるる増員増員増員増員をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、他方新司法試験他方新司法試験他方新司法試験他方新司法試験のののの合格者増員合格者増員合格者増員合格者増員ののののペースペースペースペースをををを緩和緩和緩和緩和しししし、、、、調和調和調和調和をとるべきをとるべきをとるべきをとるべき

であるであるであるである。。。。    

③③③③    国選弁護報酬問題国選弁護報酬問題国選弁護報酬問題国選弁護報酬問題    

被疑者国選事件被疑者国選事件被疑者国選事件被疑者国選事件のののの完全実施完全実施完全実施完全実施やややや、、、、裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判へのへのへのへの十分十分十分十分なななな対応体制対応体制対応体制対応体制のののの構築構築構築構築のためにはのためにはのためにはのためには、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士

がががが均等均等均等均等にそれらをにそれらをにそれらをにそれらを分担分担分担分担しようとすればしようとすればしようとすればしようとすれば、、、、試算試算試算試算ではではではでは数万人数万人数万人数万人のののの弁護士弁護士弁護士弁護士がががが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる。。。。実際実際実際実際にはにはにはには、、、、

これらこれらこれらこれら刑事事件刑事事件刑事事件刑事事件のののの対処対処対処対処のためにはのためにはのためにはのためには、、、、相当数相当数相当数相当数のこれをのこれをのこれをのこれを専門的専門的専門的専門的にににに扱扱扱扱うううう弁護士弁護士弁護士弁護士がががが必要必要必要必要となるがとなるがとなるがとなるが、、、、

現在現在現在現在のののの国選弁護費用国選弁護費用国選弁護費用国選弁護費用はあまりにはあまりにはあまりにはあまりに小額小額小額小額にににに過過過過ぎるぎるぎるぎる。。。。刑事司法刑事司法刑事司法刑事司法のののの充実充実充実充実をををを目指目指目指目指すすすす今次今次今次今次のののの改革改革改革改革をををを担担担担うううう

多多多多くのくのくのくの弁護士弁護士弁護士弁護士がががが十全十全十全十全なななな刑事弁護刑事弁護刑事弁護刑事弁護のののの職責職責職責職責をををを果果果果たすたすたすたす為為為為にもにもにもにも日弁連日弁連日弁連日弁連はははは、、、、国選弁護報酬国選弁護報酬国選弁護報酬国選弁護報酬のののの抜本的引抜本的引抜本的引抜本的引

きききき上上上上げをげをげをげを求求求求めめめめ、、、、これまでこれまでこれまでこれまで以上以上以上以上にににに政府及政府及政府及政府及びびびび関係諸機関関係諸機関関係諸機関関係諸機関にににに対対対対しししし運動運動運動運動すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。」 

 

意見書のこの部分は、珍しく「e e e e ラーニングラーニングラーニングラーニング、、、、支援支援支援支援チューターチューターチューターチューター制度制度制度制度、、、、支援支援支援支援メーリングリメーリングリメーリングリメーリングリ

ストストストスト」などの具体策があるのが、評価できます。ただし、「e e e e ラーニングラーニングラーニングラーニング」は、一時大変

流行しましたが、現在ではその教育効果が疑問視されていることに注意しておく必要があ

ります。 

 「裁判官裁判官裁判官裁判官・・・・検察官検察官検察官検察官のののの増員増員増員増員」については、細かく言うといろいろ問題はありますが、概ね

同意できます。ただ、「合格者合格者合格者合格者のののの９９９９割割割割がががが志望志望志望志望するするするする弁護士弁護士弁護士弁護士」という表現は、ミスリーディン

グです。本当になりたくて9割が弁護士を志望するわけではないことは説明するまでもな
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いでしょう。 

 被疑者国選制度ですが、弁護士人口の急激な増加で余裕を奪いボランティア的な仕事を

しにくい状況に弁護士を追い込む一方で、ボランティア的な報酬しか認められていません。

制度設計の間違いというしかなく、円滑に運営できるかどうか心配されます。当然、報酬

増額の運動はすべきでしょう。「試算試算試算試算ではではではでは数万人数万人数万人数万人のののの弁護士弁護士弁護士弁護士がががが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる」とありますが、

従来の国選事件の期間が少しのびるだけだという意見もあり、どれほど大変になるかは、

まだ断定できないところがあります。ただし、裁判員制度との関係で、弁護士の負担が増

えることが予想されます。別の機会を設けて、丁寧に分析する必要があると思います。 

 

「(4) (4) (4) (4) 司法司法司法司法のののの有効有効有効有効かつかつかつかつ有益有益有益有益なななな利用利用利用利用のためののためののためののための基盤整備及基盤整備及基盤整備及基盤整備及びびびび法的法的法的法的ニーズニーズニーズニーズのののの顕在化顕在化顕在化顕在化のののの遅遅遅遅れにつれにつれにつれにつ

いていていていて    

①①①①    法律扶助法律扶助法律扶助法律扶助（（（（リーガルリーガルリーガルリーガル・・・・エイドエイドエイドエイド））））のののの脆弱脆弱脆弱脆弱ささささ    

現在現在現在現在のののの法律扶助法律扶助法律扶助法律扶助のののの予算金額予算金額予算金額予算金額がががが、、、、欧米諸国欧米諸国欧米諸国欧米諸国のののの１０１０１０１０分分分分のののの１１１１以下以下以下以下というようなというようなというようなというような状況状況状況状況ではではではでは、、、、市市市市民民民民

がががが身近身近身近身近なななな法律問題法律問題法律問題法律問題についてもについてもについてもについても容易容易容易容易にににに弁護士弁護士弁護士弁護士をををを利用利用利用利用することはできないすることはできないすることはできないすることはできない。。。。    

市民市民市民市民がががが司法司法司法司法をををを身近身近身近身近にににに利用利用利用利用するためにはするためにはするためにはするためには、、、、法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口がががが増増増増えてえてえてえてアクセスアクセスアクセスアクセスがががが容易容易容易容易であることもであることもであることもであることも

もちろんもちろんもちろんもちろん必要必要必要必要であるがであるがであるがであるが、、、、経済力経済力経済力経済力がないがないがないがない人人人人やややや係争額係争額係争額係争額がががが小小小小さいさいさいさい事件事件事件事件についてもについてもについてもについても容易容易容易容易にににに弁護士弁護士弁護士弁護士にににに

依頼依頼依頼依頼してしてしてして司法制度司法制度司法制度司法制度をををを利用利用利用利用できるようできるようできるようできるよう、、、、法律扶助法律扶助法律扶助法律扶助のののの範囲及範囲及範囲及範囲及びびびび予算予算予算予算をををを飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的にににに拡大拡大拡大拡大させることさせることさせることさせること

がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。法律扶助事件法律扶助事件法律扶助事件法律扶助事件をををを専門専門専門専門としてとしてとしてとして経済基盤経済基盤経済基盤経済基盤がががが成成成成りりりり立立立立つつつつ弁護士弁護士弁護士弁護士がががが大勢増大勢増大勢増大勢増えてこそえてこそえてこそえてこそ、、、、

市民市民市民市民のののの中中中中のののの潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要をををを顕在化顕在化顕在化顕在化させることができるものであるさせることができるものであるさせることができるものであるさせることができるものである。。。。    

しかししかししかししかし、、、、現時点現時点現時点現時点においてにおいてにおいてにおいて、、、、法律扶助法律扶助法律扶助法律扶助のののの予算金額予算金額予算金額予算金額がががが圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的にににに少少少少ないないないない現状現状現状現状のののの中中中中ではではではでは、、、、市民市民市民市民がががが

弁護士弁護士弁護士弁護士ににににアクセスアクセスアクセスアクセスしししし司法司法司法司法をををを有効有効有効有効かつかつかつかつ有益有益有益有益にににに利用利用利用利用することはすることはすることはすることは困難困難困難困難であるであるであるである。。。。法律扶助予算法律扶助予算法律扶助予算法律扶助予算のののの拡拡拡拡

大大大大にににに合合合合わせたわせたわせたわせた法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口のののの増員増員増員増員ののののペースペースペースペースをををを考慮考慮考慮考慮せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないないないない。。。。    

②②②②    市民市民市民市民・・・・事業者等事業者等事業者等事業者等のののの潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要にににに応応応応えるためのえるためのえるためのえるための体制体制体制体制のののの整備整備整備整備についてについてについてについて    

市民市民市民市民やややや事業者事業者事業者事業者・・・・中小企業等中小企業等中小企業等中小企業等のののの中中中中にににに、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ隠隠隠隠れたれたれたれた潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要があることはがあることはがあることはがあることは、、、、近年近年近年近年

日弁連日弁連日弁連日弁連がががが行行行行なったなったなったなった法的法的法的法的ニーズニーズニーズニーズ調査報告書中調査報告書中調査報告書中調査報告書中のののの中小企業中小企業中小企業中小企業アンケートアンケートアンケートアンケートやややや市民市民市民市民アンケートアンケートアンケートアンケートでもでもでもでも

明明明明らかであるらかであるらかであるらかである。。。。    

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口がががが増増増増ええええ始始始始めたこのめたこのめたこのめたこの１０１０１０１０年間年間年間年間でもさほどでもさほどでもさほどでもさほど民事訴訟民事訴訟民事訴訟民事訴訟のののの事件数事件数事件数事件数はははは増加増加増加増加

しておらずしておらずしておらずしておらず、、、、そのようなそのようなそのようなそのような潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要にににに我我我我々々々々弁護士弁護士弁護士弁護士がががが応応応応えられていないえられていないえられていないえられていない実情実情実情実情があるがあるがあるがある。。。。そそそそ

れられられられら潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要にににに応応応応えるためにはえるためにはえるためにはえるためには、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士のののの数数数数をををを増加増加増加増加させることはもちろんさせることはもちろんさせることはもちろんさせることはもちろん必要必要必要必要であであであであ

るがるがるがるが、、、、それだけではそれだけではそれだけではそれだけでは足足足足らずらずらずらず、、、、前述前述前述前述したしたしたした法律扶助法律扶助法律扶助法律扶助のののの範囲及範囲及範囲及範囲及びびびび予算予算予算予算のののの飛躍的拡大以外飛躍的拡大以外飛躍的拡大以外飛躍的拡大以外にもにもにもにも、、、、弁弁弁弁

護士護士護士護士のののの側側側側でででで、、、、それらをそれらをそれらをそれらを顕在化顕在化顕在化顕在化させさせさせさせ、、、、仕事仕事仕事仕事としてとしてとしてとして受受受受けられるけられるけられるけられる体制作体制作体制作体制作りがりがりがりが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、保険会社等保険会社等保険会社等保険会社等ととととタイアップタイアップタイアップタイアップしたしたしたした権利保護保険権利保護保険権利保護保険権利保護保険のののの確立確立確立確立とととと拡充拡充拡充拡充、、、、少額訴訟少額訴訟少額訴訟少額訴訟へのへのへのへの弁弁弁弁

護士会護士会護士会護士会としてのとしてのとしてのとしての対応対応対応対応（（（（会会会会がががが窓口窓口窓口窓口となりとなりとなりとなり新人弁護士等新人弁護士等新人弁護士等新人弁護士等にににに受任受任受任受任してもらうしてもらうしてもらうしてもらうシステムシステムシステムシステム）、）、）、）、全国津全国津全国津全国津々々々々

浦浦浦浦々々々々でででで身近身近身近身近なななな場所場所場所場所でででで法律相談法律相談法律相談法律相談がががが受受受受けられるけられるけられるけられる体制体制体制体制のののの拡充拡充拡充拡充、、、、弁護士情報弁護士情報弁護士情報弁護士情報のののの開示開示開示開示（「（「（「（「ひまわひまわひまわひまわりりりりササササ

ーチーチーチーチ」」」」システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築がなされたがなされたがなされたがなされた）、）、）、）、費用設定費用設定費用設定費用設定のののの明確化明確化明確化明確化、、、、弁護士会及弁護士会及弁護士会及弁護士会及びびびび個個個個々々々々のののの弁護士弁護士弁護士弁護士のののの広広広広

報報報報のののの充実充実充実充実によるによるによるによる「「「「敷居敷居敷居敷居のののの高高高高ささささ」」」」のののの克服克服克服克服、、、、ホームロイヤーホームロイヤーホームロイヤーホームロイヤー制度制度制度制度のののの普及普及普及普及、、、、等等等等がががが考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

日弁連日弁連日弁連日弁連はははは、、、、これまでこれらのこれまでこれらのこれまでこれらのこれまでこれらの諸制度諸制度諸制度諸制度をををを実現実現実現実現すべくすべくすべくすべく研究研究研究研究・・・・検討検討検討検討しししし活動活動活動活動してきているがしてきているがしてきているがしてきているが、、、、増増増増

加加加加したしたしたした弁護士弁護士弁護士弁護士がががが市民市民市民市民・・・・事業者等事業者等事業者等事業者等のののの潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要にににに十分十分十分十分にににに応応応応えられるえられるえられるえられる体制作体制作体制作体制作りはりはりはりは、、、、まだまだまだまだ十十十十

分分分分ではなくではなくではなくではなく、、、、現時点現時点現時点現時点においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、反省反省反省反省もももも込込込込めてめてめてめて、、、、法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員法曹人口増員ののののペースペースペースペースをををを見直見直見直見直さざるをさざるをさざるをさざるを得得得得

ないないないない。。。。前記日弁連調査報告書前記日弁連調査報告書前記日弁連調査報告書前記日弁連調査報告書でもでもでもでも、、、、２０１８２０１８２０１８２０１８年年年年にににに現在現在現在現在のののの２２２２倍倍倍倍のののの弁護士人口弁護士人口弁護士人口弁護士人口（（（（５５５５万人万人万人万人））））をををを吸吸吸吸
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収収収収できるできるできるできる法的法的法的法的ニーズニーズニーズニーズのののの顕在化顕在化顕在化顕在化はははは困困困困難難難難であるとであるとであるとであると指摘指摘指摘指摘しておりしておりしておりしており、、、、達成時期達成時期達成時期達成時期をををを遅遅遅遅らせてらせてらせてらせて、、、、そのそのそのその間間間間

にににに一層一層一層一層のののの業務推進業務推進業務推進業務推進をををを実現実現実現実現することによってすることによってすることによってすることによって、、、、法的法的法的法的ニーズニーズニーズニーズのののの顕在化顕在化顕在化顕在化をををを図図図図ることができるとることができるとることができるとることができると考考考考

えるえるえるえる。。。。」 

 

法律扶助については、欧米諸国との開きが少なく見積もられていること以外ほぼ異論は 

ありません。  

次に、「まだまだまだまだまだまだまだまだ隠隠隠隠れたれたれたれた潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要があることはがあることはがあることはがあることは、、、、近年日弁連近年日弁連近年日弁連近年日弁連がががが行行行行なったなったなったなった法的法的法的法的ニーニーニーニー

ズズズズ調査報告書中調査報告書中調査報告書中調査報告書中のののの中小企業中小企業中小企業中小企業アンケートアンケートアンケートアンケートやややや市民市民市民市民アンケートアンケートアンケートアンケートでもでもでもでも明明明明らかであるらかであるらかであるらかである。」。」。」。」という部分

については、全面的に誤っていると思います。「潜在的需要潜在的需要潜在的需要潜在的需要」という言葉は、「今は需要が

ない」ということでしょう。「潜在的潜在的潜在的潜在的需要需要需要需要」が本当にあるのであれば、これほど経営でき

ない弁護士や就職先のない弁護士が巷に溢れ、日弁連でも事業承継等中小企業との提携を

模索し、弁護士の広告等を目にしない日はないと言う状況下で、その「潜在的需要」の顕

在化が未だに実現していないのはどうしてなのでしょうか。 

そもそも、どうして日弁連の調査結果から「潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要があることはがあることはがあることはがあることは、、、、」「明明明明らかでらかでらかでらかで

あるあるあるある。。。。」と解釈できるのか分かりません。私は、同じ調査結果を、「潜在的法的需要なし」

と解釈しました。少なくとも統計をどのように解釈したら、「潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要があることがあることがあることがあること」

が「明明明明らからからからか」となるのか、その論理的な道筋を大筋であれ示すべきではないでしょうか。

その際、何故潜在的需要がいつまで経っても顕在化しないのかとの理由も添えるべきで、

そのいずれもなしに「潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要があるがあるがあるがある」と結論づけられても説得力がありません。 

実際、十数年前から業務拡大が言われ、我々も日弁連もそれなりに努力してきました。

しかし、法的ニーズは掘り起こせませんでした。民事、刑事を問わず事件数は、平成 15

年をピークに大幅に減っています。過払い訴訟も法律改正により数年でなくなるでしょう。

今までの状況に照らして、どちらの解釈が正しいかは、瞭然であると私には思えます。東

弁の意見書では、「法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口がががが増増増増ええええ始始始始めたこのめたこのめたこのめたこの１０１０１０１０年間年間年間年間でもさほどでもさほどでもさほどでもさほど民事訴訟民事訴訟民事訴訟民事訴訟のののの事件数事件数事件数事件数はははは増増増増

加加加加しておらずしておらずしておらずしておらず」と続けていますが、勿論この表現は正確ではなく、実際は減少しています。

この事実から、「潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要潜在的法的需要にににに我我我我々々々々弁護士弁護士弁護士弁護士がががが応応応応えられていないえられていないえられていないえられていない」という結論を導き出

す根拠はなく、「潜在的法的需要はない」とする方が、はるかに自然な結論ではないでしょ

うか。 

 上記文章に続く、業務拡大のための種々の具体策については一応評価することができま

すが、既に達成されているものも多く、業務拡大は難しいとうのが私の印象です。 

この部分の結語である「前記日弁連調査報告書前記日弁連調査報告書前記日弁連調査報告書前記日弁連調査報告書でもでもでもでも、、、、２０１８２０１８２０１８２０１８年年年年にににに現在現在現在現在のののの２２２２倍倍倍倍のののの弁護士弁護士弁護士弁護士

人口人口人口人口（（（（５５５５万人万人万人万人））））をををを吸収吸収吸収吸収できるできるできるできる法的法的法的法的ニーズニーズニーズニーズのののの顕在化顕在化顕在化顕在化はははは困難困難困難困難であるとであるとであるとであると指摘指摘指摘指摘しておりしておりしておりしており、、、、達成時期達成時期達成時期達成時期

をををを遅遅遅遅らせてらせてらせてらせて、、、、そのそのそのその間間間間にににに一層一層一層一層のののの業務推進業務推進業務推進業務推進をををを実現実現実現実現することによってすることによってすることによってすることによって、、、、法的法的法的法的ニーズニーズニーズニーズのののの顕在化顕在化顕在化顕在化をををを図図図図

ることができるとることができるとることができるとることができると考考考考えるえるえるえる。。。。」については、空想と言わざるを得ないでしょう。現在の弁護

士２万７０００人弱でさえ、もう就職出来ない修習生や赤字経営に陥らざるを得ない弁護

士を相当数生み出しているわけですから。 

また、少なくとも「達成時期達成時期達成時期達成時期をををを遅遅遅遅らせてらせてらせてらせて」に関して、最も早く達成される場合と最も遅

く達成される場合について試算して、時期ぐらい明示すべきだと思います。粗雑な意見と

いわれても、仕方がないでしょう。 

日弁連自身すら、2018年に5万人を吸収できる法的ニーズはない旨言っているのに、時
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期を遅らせば何とかなるでは、誰も納得させることはできないでしょう。私は、寧ろ、人

口の減少、高齢化、それらによる経済の停滞、グレーゾーン金利廃止のような法的整備の

進展などで、法的ニーズは先細りすると考えています。ホームローヤー制度と言いますが、

バブルの時期ならいざ知らず、企業でさえ不況から顧問弁護士切りを始め、個人も派遣労

働等生活費の捻出にさえ苦しんでいる現状で、どうやってホームローヤー制度を導入させ

ることが出来るというのでしょうか。 

先に述べたように、過去に弁護士や日弁連は、業務拡大について努力をしてきたのです。

弁護士の宣伝も以前とは比較にならないほど巷に溢れています。それでも、事件は減る一

方なのです。政策冊子に書いた言葉を繰り返しましょう。「そして、全国の弁護士が英知を

絞り、長年に亘る涙ぐましい努力にもかかわらず、業務拡大の努力が効を奏しないという

ことについて、そろそろ私達は素直な気持ちで直面すべき時に来ているように思われます。

『青い鳥』がどこかに存在するわけではないのではないでしょうか。」 

勿論、将来のことを正確に予想することはできません。それが、市民にとって、社会に

とって良いことかどうかは別にして、例えば、法律が改正され、アメリカのような懲罰的

慰謝料や弁護士の介入が強制される可能性、或いは、その他の理由で業務が一気に拡大さ

れる可能性を否定しているのではありません。適正な国選報酬でさえ獲得できない弁護士

会が、確たる見込みもなく「時期を延ばせば何とかなるだろう」的な楽観のみで、市民に

迷惑を掛けるような政策を決めてもらっては困るということを言っているのです。誠実に

今日の状況を検討すれば、大幅に司法試験合格者を減らす以外に道はないと、私には思え

ます。 

 

「③③③③    企業企業企業企業・・・・官公庁等官公庁等官公庁等官公庁等のののの弁護士需要弁護士需要弁護士需要弁護士需要についてについてについてについて    

２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの弁護士像弁護士像弁護士像弁護士像においてにおいてにおいてにおいて、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士がこれまでのがこれまでのがこれまでのがこれまでの職域職域職域職域にとどまらずにとどまらずにとどまらずにとどまらず、、、、企業企業企業企業やややや官庁等官庁等官庁等官庁等にににに

スタッフスタッフスタッフスタッフとしてとしてとしてとして入入入入りりりり、、、、そのそのそのその専門的知識専門的知識専門的知識専門的知識をををを生生生生かしてかしてかしてかして活躍活躍活躍活躍していくことがしていくことがしていくことがしていくことが展望展望展望展望されておりされておりされておりされており、、、、司司司司

法制度改革審議会意見書法制度改革審議会意見書法制度改革審議会意見書法制度改革審議会意見書においてもにおいてもにおいてもにおいても法曹人口増加法曹人口増加法曹人口増加法曹人口増加のののの需要需要需要需要としてとしてとしてとして指摘指摘指摘指摘されているされているされているされている。。。。しかしなしかしなしかしなしかしな

がらがらがらがら、、、、現状現状現状現状においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、企業企業企業企業・・・・官公庁官公庁官公庁官公庁におけるにおけるにおけるにおける組織内弁護士組織内弁護士組織内弁護士組織内弁護士へのへのへのへの需要需要需要需要はははは、、、、最近最近最近最近ととととみにみにみにみに増加増加増加増加

しつつあるもののしつつあるもののしつつあるもののしつつあるものの、、、、まだまだまだまだ予測予測予測予測されたほどのされたほどのされたほどのされたほどの数数数数でででで伸伸伸伸びてはいないびてはいないびてはいないびてはいない。。。。近時日弁連近時日弁連近時日弁連近時日弁連・・・・弁護士会弁護士会弁護士会弁護士会はははは、、、、

求人求職情報求人求職情報求人求職情報求人求職情報システムシステムシステムシステムをををを構築構築構築構築してしてしてして官庁等官庁等官庁等官庁等にににに働働働働きかけきかけきかけきかけ、、、、またまたまたまた積極的積極的積極的積極的にににに中小企業庁中小企業庁中小企業庁中小企業庁・・・・経団連経団連経団連経団連・・・・

地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体とととと連携連携連携連携をををを図図図図ってってってって需要提起需要提起需要提起需要提起のののの着実着実着実着実なななな成果成果成果成果をををを挙挙挙挙げてはいるもののげてはいるもののげてはいるもののげてはいるものの、、、、そのそのそのその顕在化顕在化顕在化顕在化がががが不不不不

十分十分十分十分なななな現状現状現状現状においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、そのそのそのその需要増加需要増加需要増加需要増加をををを前提前提前提前提としたとしたとしたとした当初当初当初当初のののの法曹人口増加法曹人口増加法曹人口増加法曹人口増加ペースペースペースペースもももも、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士

会会会会のののの運動不足運動不足運動不足運動不足のののの反省反省反省反省をををを込込込込めてめてめてめて、、、、見直見直見直見直さざるをさざるをさざるをさざるを得得得得ないないないない。。。。」 

 

この部分も議論すべき問題が多い部分です。 

 まず、「弁護士弁護士弁護士弁護士がこれまでのがこれまでのがこれまでのがこれまでの職域職域職域職域にとどまらずにとどまらずにとどまらずにとどまらず、、、、企業企業企業企業やややや官庁等官庁等官庁等官庁等ににににスタッフスタッフスタッフスタッフとしてとしてとしてとして入入入入」る

ことが、本当に良いことと言えるのでしょうか。企業の職員となった弁護士は、営利企業

の職員ですから、公益活動やボランティア活動はできないとは言わないまでも制限される

でしょう。企業社員である有資格者が自らの首を掛けてまで、企業の意に反するような行

動をどうしたら取れると言うのでしょうか。大企業ほど多くの社員弁護士を雇い入れるこ

とができます。社会的・経済的強者の味方となる弁護士が増える可能性についてどのよう

に対処すべきでしょうか。私達弁護士会は社会的・経済的弱者の基本的人権を擁護するこ
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とを尊重する義務を負います。例えば、社員弁護士が弁護士会の過半数を占めるようにな

ったら、経済的・社会的弱者の基本的人権を擁護し、社会正義を実現すると言う使命を十

分に果たすことができるのでしょうか。弁護士会が、社会正義や人権擁護よりも営利企業

の視点を重視する運営を行う危険性さえあります。そこまででではなくとも、従来の弁護

士事務所を構える弁護士との間に意識の解離を生じ、弁護士間の同質性が失われ、弁護士

会の運営が難しくなり、ひいては弁護士自治が崩壊の危機に瀕するのではないでしょうか。 

また、企業内に弁護士がいたとして、企業活動をきちんとチェックできるでしょうか。

給料をもらい、給与や賞与の査定、社員たる地位自体まで企業に握られているのに、その

企業にどうやって逆らうことができるのでしょうか。顧問弁護士なら企業を強く指導する

こともできるでしょう。それで、企業を怒らせても、一つ顧問契約を切られるぐらいの損

害で済みます。企業内弁護士は、解雇されたが最後路頭に迷います。それでも以前なら、

開業すればよいとも思えましたが、今は町に弁護士が溢れ、開業しても生活していけない

可能性が高いわけですから、今後、益々社内弁護士は追い込まれる一方でしょう。このよ

うに、問題が多いのに、「21 世紀の弁護士は、企業に入って活躍だ」というようなお気楽

なことがどうしていえるのか、私には分かりません。私の目には、弁護士の社会的使命を

真面目に考えていないとしか思えないのです。 

 しかし、それほど心配は要らないのかもしれません。というのも、「企業企業企業企業・・・・官公庁官公庁官公庁官公庁におにおにおにお

けるけるけるける組織内弁護士組織内弁護士組織内弁護士組織内弁護士へのへのへのへの需要需要需要需要はははは、、、、最近最近最近最近とみにとみにとみにとみに増加増加増加増加しつつあるものしつつあるものしつつあるものしつつあるもの」という部分が、虚偽に近

いからです。実際は、組織内弁護士の需要はほとんどありません。平成１８年１０月に実

施された日弁連による組織内弁護士採用動向調査結果で、全６１４７社（国内企業３７９

５社、外資系企業１４５７社、自治体８４９機関、官庁４６省庁）のうち、今後５年間の

弁護士採用予定合計は「１０８名から２３２名」に過ぎませんでした。一年に直せば、21

名から46名です。この結果なら、解釈の違いが出る心配が皆無でしょう。胸を張って、組

織内弁護士の需要は、年間2000名の司法試験合格者からすると微々たるものであるといえ

ます。 

 私の実感としては、事態は更に悪いように思われます。例えば、平成１５年１２月８日

の司法制度推進本部での法曹制度検討会第２４回議事録では、弁護士法第７２条問題と親

子会社の問題が議論されています。そこで、日弁連元会長の平山正剛弁護士は、「親子会社

の場合は、親会社が子会社の５０％を超える株式を所有し、子会社を支配していること」

「に加えて」「財務諸表規則第８条の適用を受ける会社間」「その範囲内の親子会社間にお

いては、弁護士法第７２条の「他人性」を有しないものと解決してよいのではないか」「構

成要件該当性、違法性、有責性というようなことを言っていてはなかなか我々の実務の方

が動きませんので、むしろ社会的に認められ、許容される範囲は一体何なのかということ

で」「これを取締の対象にしないでいい範囲というのがあるのではないか。」と発言してい

ます。 

実際、親子会社に弁護士法第７２条が厳格に適用されないとすれば、弁護士以外の者が

合法的に法律業務を営めることになり、弁護士法第７２条の趣旨が没却されることになり

ます。傘下に子会社を有する親会社をさえ買収すれば、会計上本来計上できないはずの上

納金を「法律業務に対する報酬」という名目で合法的に吸い上げることができるようにな

るわけです。そして、その法律業務一般を弁護士資格を有しない一般社員が行いうること
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になります。このような議論が出てくることは、企業が組織内弁護士をできたら雇いたく

ないと考えているのではないかと思わせます。そして、それを日弁連元会長の平山正剛弁

護士が、援護しているのです。平山元会長は、業務縮小を考えておられたのでしょうか。 

 また、私は、ある企業の法務部の責任ある地位の方に、組織内弁護士は必要と思うかど

うかを尋ねたことがあります。その方のお答えは明確でした。「法的な知識は欲しいが、そ

の人自身は要らない。そして、できれば案件ごとに、専門分野ごとに弁護士を変えたい」。

私は、その言葉に深く納得しました。これこそ、営利を目的とする企業の本音に思われま

した。我々は「企業内弁護士となって活躍する」などという甘い考えは捨てるべきです。

企業は、経済的合理性のないものを置いてはくれません。更に言えば、弁護士を社員とし

て雇い入れるとその弁護士の高い弁護士会費を負担することになり、下手をすると弁護士

相手に労働紛争に巻き込まれるわけです。企業が社内弁護士を抱える経済的合理性は低い

と言えます。また、その方の言うとおりなら、顧問弁護士も安閑とはしておれません。企

業は、本当は一人の弁護士を顧問に雇うことなどしたくないのです。案件ごとに専門の弁

護士に頼みたいのです。不況で企業経営が厳しくなる昨今、顧問弁護士を切って、そのよ

うな体制に移行する企業が実際出てきています。業務は縮小するばかりかもしれません。 

 

「３３３３、、、、現在現在現在現在のののの増員増員増員増員ペースペースペースペースをををを緩和緩和緩和緩和してもしてもしてもしても司法改革司法改革司法改革司法改革のののの実現実現実現実現にににに支障支障支障支障のないことのないことのないことのないこと    

    

①①①①    弁護士弁護士弁護士弁護士のののの過疎偏在過疎偏在過疎偏在過疎偏在    

いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる弁護士過疎弁護士過疎弁護士過疎弁護士過疎ののののゼロゼロゼロゼロ地域地域地域地域はははは昨年解消昨年解消昨年解消昨年解消されされされされ、、、、ワンワンワンワン地域地域地域地域もなくなりつつあるもなくなりつつあるもなくなりつつあるもなくなりつつある。。。。しかししかししかししかし、、、、

都市部都市部都市部都市部にににに集中集中集中集中するするするする弁護士弁護士弁護士弁護士のののの偏在偏在偏在偏在はははは依然依然依然依然としてとしてとしてとして利用者利用者利用者利用者ののののアクセスアクセスアクセスアクセスにとってにとってにとってにとって大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題であであであであ

るるるる。。。。弁護士弁護士弁護士弁護士のののの過疎偏在問題過疎偏在問題過疎偏在問題過疎偏在問題のののの対策対策対策対策はははは、、、、弁護士人口弁護士人口弁護士人口弁護士人口のののの大幅増加大幅増加大幅増加大幅増加がががが必要条件必要条件必要条件必要条件ではあるがではあるがではあるがではあるが、、、、増増増増ええええ

たたたた弁護士人口弁護士人口弁護士人口弁護士人口がががが一定程度一定程度一定程度一定程度そのようなそのようなそのようなそのような過疎偏在地域過疎偏在地域過疎偏在地域過疎偏在地域にににに進出進出進出進出していくしていくしていくしていく政策的誘導政策的誘導政策的誘導政策的誘導がががが必要必要必要必要であであであであ

るるるる。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、２００１２００１２００１２００１年年年年１１１１月月月月からからからから開始開始開始開始されたひまわりされたひまわりされたひまわりされたひまわり基金法律事務所基金法律事務所基金法律事務所基金法律事務所のののの過疎地過疎地過疎地過疎地へのへのへのへの積積積積

極的誘致極的誘致極的誘致極的誘致はこれまではこれまではこれまではこれまで累積累積累積累積でででで９１９１９１９１箇所箇所箇所箇所にのぼりにのぼりにのぼりにのぼり、、、、またまたまたまた２００６２００６２００６２００６年年年年１０１０１０１０月業務開始月業務開始月業務開始月業務開始したしたしたした法法法法テラテラテラテラ

ススススのののの過疎対策過疎対策過疎対策過疎対策ではいわゆるではいわゆるではいわゆるではいわゆる４４４４号地域事務所号地域事務所号地域事務所号地域事務所はははは２２２２年間年間年間年間でででで１９１９１９１９箇所箇所箇所箇所になりになりになりになり、、、、前述前述前述前述のとおりのとおりのとおりのとおり２０２０２０２０

０８０８０８０８年年年年６６６６月月月月をもっていわゆるをもっていわゆるをもっていわゆるをもっていわゆるゼロゼロゼロゼロ地域地域地域地域はははは解消解消解消解消しししし、、、、２０２０２０２０ののののワンワンワンワン地域地域地域地域をををを残残残残すすすす状況状況状況状況にまでにまでにまでにまで到達到達到達到達しししし

ているているているている。。。。更更更更にににに、、、、弁護士会弁護士会弁護士会弁護士会によるによるによるによる地域地域地域地域ごとのごとのごとのごとの需要調査需要調査需要調査需要調査やややや地元自治体地元自治体地元自治体地元自治体とのとのとのとの協力協力協力協力、、、、過疎偏在地域過疎偏在地域過疎偏在地域過疎偏在地域

にににに事務所事務所事務所事務所をををを出出出出すすすす弁護士弁護士弁護士弁護士へのへのへのへの日弁連日弁連日弁連日弁連からのからのからのからの経済経済経済経済・・・・技術支援等技術支援等技術支援等技術支援等がががが実施実施実施実施されているされているされているされている。。。。過疎偏在問過疎偏在問過疎偏在問過疎偏在問

題題題題のののの解決策解決策解決策解決策はははは、、、、このこのこのこの数年間数年間数年間数年間のののの合格者増合格者増合格者増合格者増によりによりによりにより目覚目覚目覚目覚ましいましいましいましい進展進展進展進展をををを遂遂遂遂げたことはげたことはげたことはげたことは事実事実事実事実であるがであるがであるがであるが、、、、

このこのこのこの問題問題問題問題のののの解決解決解決解決にににに必要必要必要必要なことはなことはなことはなことは今今今今やややや単純単純単純単純なるなるなるなる法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口のののの大幅増員大幅増員大幅増員大幅増員にあるのではなくにあるのではなくにあるのではなくにあるのではなく、、、、これこれこれこれ

らららら各地弁護士会各地弁護士会各地弁護士会各地弁護士会、、、、ブロックブロックブロックブロック、、、、日弁連日弁連日弁連日弁連がががが推進推進推進推進するするするする過疎偏在地開業弁護士等過疎偏在地開業弁護士等過疎偏在地開業弁護士等過疎偏在地開業弁護士等へのへのへのへの支援対策支援対策支援対策支援対策のののの実実実実

行行行行にあるのであるにあるのであるにあるのであるにあるのである。。。。そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの対策対策対策対策をををを実現実現実現実現するするするする為為為為にににに必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる弁護士弁護士弁護士弁護士のののの数数数数はははは現在現在現在現在のののの弁弁弁弁

護士増員護士増員護士増員護士増員ペースペースペースペースをををを緩和緩和緩和緩和してもしてもしてもしても十分足十分足十分足十分足りるのであるりるのであるりるのであるりるのである。。。。ただしただしただしただし、、、、このことはこのことはこのことはこのことは、、、、今後今後今後今後ともともともとも日弁連日弁連日弁連日弁連

等等等等がががが過疎偏在問題過疎偏在問題過疎偏在問題過疎偏在問題をををを可及的速可及的速可及的速可及的速やかにやかにやかにやかに解消解消解消解消するするするする具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策をををを推進推進推進推進することによってすることによってすることによってすることによって初初初初めてめてめてめて

説得力説得力説得力説得力をもつものであることををもつものであることををもつものであることををもつものであることを自覚自覚自覚自覚しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。」 

 

「都市部都市部都市部都市部にににに集中集中集中集中するするするする弁護士弁護士弁護士弁護士のののの偏在偏在偏在偏在はははは依然依然依然依然としてとしてとしてとして利用者利用者利用者利用者ののののアクセスアクセスアクセスアクセスにとってにとってにとってにとって大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題

であるであるであるである。。。。」という主張は、正しくありません。そもそもアクセス障害があるというアンケ

ート結果すらありません。まだ、今日ほど弁護士数が多くなかった平成12年の司法審アン
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ケートの「調査結果」では、「今回の調査の回答者では弁護士の委任率が高く、かつ、弁護

士へのアクセス障害の報告も少なかった」どころか、「今回の結果は、「知っている弁護士」

が身近にいる、あるいは「顧問弁護士がいる」ということが、いわば司法への呼び水にな

っている、という側面もうかがわせる」とまで結論付けています。一般市民５万人に対し

て行われた日弁連の調査では、「弁護士依頼を考えたか」との問いに対し、半分の割合の人

が実際に弁護士を依頼していました。そして、紛争の対象となる金額金３０万円以下の事

件についても相当数が何らかの形で弁護士を利用しており、何らかの形で弁護士の利用を

考えていますし、実際に弁護士を利用する経済的合理性のある事案については既にほとん

ど全てが弁護士を利用していたことが判明しています。この様に、データで簡単に否定で

きる主張はすべきではありません。 

「弁護士弁護士弁護士弁護士のののの過疎偏在問題過疎偏在問題過疎偏在問題過疎偏在問題のののの対策対策対策対策はははは、、、、弁護士人口弁護士人口弁護士人口弁護士人口のののの大幅増加大幅増加大幅増加大幅増加がががが必要条件必要条件必要条件必要条件ではあるがではあるがではあるがではあるが」とい

う部分も、誤りである上に失礼な議論です。司法過疎解消の問題は、弁護士の配置の問題

であり、弁護士数の問題ではありません。平成19年時点でのゼロ地域３カ所に３名の弁護

士、ワン地域２４カ所に２名の弁護士、第１種弁護士過疎地域８８カ所に２名の弁護士を

配置するとしても総勢２３３名の問題に過ぎず、毎年２０００名以上の弁護士を作り出さ

なければいけないなどということはありません。今ではゼロ地区はなくなりました。「弁弁弁弁

護士人口護士人口護士人口護士人口のののの大幅増加大幅増加大幅増加大幅増加がががが必要条件必要条件必要条件必要条件」などではないことは、簡単な算数で分かります。 

また、この意見書の背景となった考え方はいかなるものか分かりませんが、失礼な議論

という理由は、「司法過疎の解消には、弁護士の大幅増員が必要」と言っていた人達は、ど

うも、都会で就職できず仕事に困る弁護士が大量に発生することにより、都会であぶれた

弁護士が地方に供給されることを想定しているらしいのです。だとすればこれは生活に困

る大量の不幸な弁護士の発生を前提としたものである上、地方の人達を愚弄するような発

想を含む、誠に不適切な議論といわざるを得ません。もうそろそろこのような議論は、止

めようではありませんか。 

 

「②②②②被疑者国選弁護被疑者国選弁護被疑者国選弁護被疑者国選弁護・・・・裁判員制度裁判員制度裁判員制度裁判員制度へのへのへのへの対応対応対応対応    

日弁連日弁連日弁連日弁連のののの報告報告報告報告によるとによるとによるとによると、、、、被疑者国選弁護被疑者国選弁護被疑者国選弁護被疑者国選弁護はははは、、、、１１１１人当人当人当人当りりりり年間年間年間年間１５１５１５１５～～～～２０２０２０２０件件件件をををを上限上限上限上限としてとしてとしてとして受受受受

任任任任することをすることをすることをすることを前提前提前提前提とするととするととするととすると、、、、本庁所在地本庁所在地本庁所在地本庁所在地、、、、裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判をををを行行行行うううう支部支部支部支部においてはにおいてはにおいてはにおいては対応可能対応可能対応可能対応可能（（（（年年年年

間間間間９３７１５９３７１５９３７１５９３７１５件件件件につきにつきにつきにつき、、、、スタッフスタッフスタッフスタッフ弁護士弁護士弁護士弁護士をををを含含含含むむむむ法法法法テラステラステラステラス契約弁護士契約弁護士契約弁護士契約弁護士１３５９７１３５９７１３５９７１３５９７人人人人））））でありでありでありであり、、、、

問題問題問題問題はははは過疎偏在問題過疎偏在問題過疎偏在問題過疎偏在問題をををを抱抱抱抱えるえるえるえる支部管轄支部管轄支部管轄支部管轄のののの地域地域地域地域であるであるであるである。。。。このこのこのこの問題問題問題問題はははは法曹人口急増法曹人口急増法曹人口急増法曹人口急増によってによってによってによって解解解解

決決決決するわけではないことはするわけではないことはするわけではないことはするわけではないことは、、、、上記上記上記上記①①①①とととと同様同様同様同様でありでありでありであり、、、、本庁所在本庁所在本庁所在本庁所在のののの弁護士弁護士弁護士弁護士のののの援助援助援助援助やややや法法法法テラステラステラステラスのののの

スタッフスタッフスタッフスタッフ弁護士弁護士弁護士弁護士のののの拡充拡充拡充拡充、、、、ひまわりひまわりひまわりひまわり公設事務所公設事務所公設事務所公設事務所のののの開設開設開設開設などでやなどでやなどでやなどでやりりりり切切切切るしかないるしかないるしかないるしかない。。。。そしてそしてそしてそして、、、、そそそそ

のことはのことはのことはのことは現在現在現在現在のののの増員増員増員増員ののののペースペースペースペースをををを緩和緩和緩和緩和してもやりしてもやりしてもやりしてもやり切切切切れることであるれることであるれることであるれることである。。。。またまたまたまた、、、、連日開廷連日開廷連日開廷連日開廷をををを原則原則原則原則

とするとするとするとする裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判裁判員裁判（（（（年間年間年間年間２０００２０００２０００２０００件件件件））））のののの対応対応対応対応についてはについてはについてはについては、、、、年間年間年間年間３０３０３０３０件未満件未満件未満件未満をををを担担担担えばえばえばえば足足足足りるりるりるりる

単位会単位会単位会単位会はははは２５２５２５２５会会会会でありでありでありであり、、、、そのそのそのその余余余余はははは２５２５２５２５%%%%がががが高裁所在地高裁所在地高裁所在地高裁所在地にににに集中集中集中集中しししし、、、、５０５０５０５０件未満件未満件未満件未満がががが８８８８単位会単位会単位会単位会でででで

あるあるあるある。。。。そしてそしてそしてそして、、、、これらこれらこれらこれら単位会単位会単位会単位会はははは相応相応相応相応のののの弁護士数弁護士数弁護士数弁護士数をををを擁擁擁擁しておりしておりしておりしており対応対応対応対応はははは可能可能可能可能とされているとされているとされているとされている。。。。」 

 

この部分によると、これ以上、法曹人口を増やす必要はないとの結論に至るように思

われるが、何故新司法試験だけで２１００人から２５００人の合格者が必要なのかがわ

かりません。 
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「第第第第３３３３    結論結論結論結論    

（（（（１１１１））））以上以上以上以上のことからのことからのことからのことから、、、、当会当会当会当会としてはとしてはとしてはとしては、、、、市民市民市民市民のためののためののためののための司法改革司法改革司法改革司法改革をををを貫貫貫貫くためくためくためくため、「、「、「、「国民国民国民国民がががが必要必要必要必要

とするとするとするとする数数数数をををを質質質質をををを維持維持維持維持しながらしながらしながらしながら確保確保確保確保するようするようするようするよう努努努努めるめるめるめる」」」」とのとのとのとの基本方針基本方針基本方針基本方針をををを今後今後今後今後ともともともとも堅持堅持堅持堅持しししし、「、「、「、「概概概概

ねねねね5 5 5 5 万人程度万人程度万人程度万人程度」」」」のののの法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口にににに見合見合見合見合うううう基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備のののの対策対策対策対策をををを今後今後今後今後ともともともとも全力全力全力全力でででで押押押押しししし進進進進めるべきとめるべきとめるべきとめるべきと考考考考

えるえるえるえる。。。。しかししかししかししかし、、、、具体的具体的具体的具体的なななな毎年毎年毎年毎年のののの新司法試験合格者数新司法試験合格者数新司法試験合格者数新司法試験合格者数についてはについてはについてはについては、、、、現在現在現在現在のののの増員増員増員増員ペースペースペースペースはははは急激急激急激急激

にににに過過過過ぎぎぎぎ、、、、増員増員増員増員ののののペースペースペースペースははははスローダウンスローダウンスローダウンスローダウンすべきであるとすべきであるとすべきであるとすべきであると考考考考えるえるえるえる。。。。    

そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその具体的人数具体的人数具体的人数具体的人数についてはについてはについてはについては、、、、新司法試験合格者年間新司法試験合格者年間新司法試験合格者年間新司法試験合格者年間２０００２０００２０００２０００人人人人またはまたはまたはまたは現状維持現状維持現状維持現状維持

であるであるであるである約約約約２１００２１００２１００２１００人人人人（（（（旧司法試験組旧司法試験組旧司法試験組旧司法試験組をををを入入入入れるとれるとれるとれると２３００２３００２３００２３００人程度人程度人程度人程度））））程度程度程度程度にににに固定固定固定固定するとのするとのするとのするとの考考考考ええええ

方方方方もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、旧司法試験組旧司法試験組旧司法試験組旧司法試験組がががが順次少順次少順次少順次少なくなることをなくなることをなくなることをなくなることを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、２０００２０００２０００２０００人人人人はははは全体数全体数全体数全体数をををを現状現状現状現状

からからからから削減削減削減削減することをすることをすることをすることを意味意味意味意味しししし、、、、法科大学院法科大学院法科大学院法科大学院にににに対対対対するするするする深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響をををを避避避避けるとともにけるとともにけるとともにけるとともに、、、、年間合格年間合格年間合格年間合格

者数者数者数者数をををを当初構想当初構想当初構想当初構想したしたしたした数数数数からあまりからあまりからあまりからあまり低低低低くくくく抑抑抑抑えることはかえってえることはかえってえることはかえってえることはかえって司法試験受験生司法試験受験生司法試験受験生司法試験受験生のののの意欲意欲意欲意欲やややや質質質質

のののの低下低下低下低下をををを招招招招きかねないきかねないきかねないきかねない悪循環悪循環悪循環悪循環もももも懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる。。。。当会当会当会当会としてはとしてはとしてはとしては、、、、司法試験委員会司法試験委員会司法試験委員会司法試験委員会がががが２００７２００７２００７２００７年年年年

６６６６月月月月のののの時点時点時点時点でででで２００８２００８２００８２００８年度年度年度年度のののの新司法試験新司法試験新司法試験新司法試験のののの合格者数合格者数合格者数合格者数のののの目安目安目安目安としたとしたとしたとした年間年間年間年間２１００２１００２１００２１００人人人人～～～～２５２５２５２５

００００００００人人人人のののの範囲内範囲内範囲内範囲内でででで、、、、年度年度年度年度ごとのごとのごとのごとの受験生受験生受験生受験生のののの成績成績成績成績やややや質質質質にににに応応応応じてじてじてじて合格者合格者合格者合格者のののの数数数数がががが判断判断判断判断されることがされることがされることがされることが

妥当妥当妥当妥当であるとであるとであるとであると考考考考えるえるえるえる。。。。」 

 

「市民市民市民市民のためののためののためののための司法改革司法改革司法改革司法改革」と書き始めて、結局、法科大学院の都合で、合格者数を決め

ています。いかに、「市民市民市民市民のためののためののためののための司法改革司法改革司法改革司法改革」と言うことがお題目に過ぎないかが明らか

です。 

「年間合格者数年間合格者数年間合格者数年間合格者数をををを当初構想当初構想当初構想当初構想したしたしたした数数数数からあまりからあまりからあまりからあまり低低低低くくくく抑抑抑抑えることはかえってえることはかえってえることはかえってえることはかえって司法試験受験司法試験受験司法試験受験司法試験受験

生生生生のののの意欲意欲意欲意欲やややや質質質質のののの低下低下低下低下をををを招招招招きかねないきかねないきかねないきかねない悪循環悪循環悪循環悪循環もももも懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる」というようなことは、本文中で

一度も議論されていません。それが結論になるとはどういうことでしょうか。しかも、年

間合格者数を低く抑えることが、何故受験生の意欲や質の低下を招くと言うのでしょうか。

この内容も認めるわけには行きません。むしろ、合格者数を思い切って絞った方が、司法

試験受験生の意欲も質も高まると思うからです。以前は、合格率が2-3%でしたが、難関で

あるからこそ意欲も質も高かったと思います。受験生の質を決めるのは、将来に対する夢

を持てるかどうかによりますが、合格者を2000名以上にすれば、いずれ弁護士はワーキン

グプアになるでしょう。そこにどうして夢が持てると言うのでしょうか。優秀な学生は、

司法試験に集まらなくなります。それは将来のことではなく、もう始まっているのです。 

 

「（（（（２２２２））））因因因因みにみにみにみに当会当会当会当会のののの主張主張主張主張するするするする増員増員増員増員ペースペースペースペースによりによりによりにより法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口５５５５万人到達後万人到達後万人到達後万人到達後のののの合格者数合格者数合格者数合格者数をどうをどうをどうをどう

するかはするかはするかはするかは、、、、激変激変激変激変するするするする社会経済社会経済社会経済社会経済・・・・政治情勢政治情勢政治情勢政治情勢にににに鑑鑑鑑鑑みるとみるとみるとみると答答答答えのえのえのえの難難難難しいしいしいしい問題問題問題問題であるがであるがであるがであるが、、、、概概概概ねねねね５５５５万万万万

人人人人がががが現実化現実化現実化現実化するするするする数年数年数年数年あるいはそれよりあるいはそれよりあるいはそれよりあるいはそれより以前以前以前以前においてにおいてにおいてにおいて、、、、潜在的潜在的潜在的潜在的ニーズニーズニーズニーズのののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしとこしとこしとこしと、、、、法曹法曹法曹法曹

人口人口人口人口をををを支支支支えるえるえるえる社会社会社会社会、、、、司法基盤司法基盤司法基盤司法基盤のののの整備整備整備整備のののの実現状況実現状況実現状況実現状況をををを勘案勘案勘案勘案しつつしつつしつつしつつ、、、、判断判断判断判断しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。

そのそのそのその判断過程判断過程判断過程判断過程においてはにおいてはにおいてはにおいては法科大学院法科大学院法科大学院法科大学院のののの学生学生学生学生のののの質質質質やややや意欲意欲意欲意欲にににに深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼさないようなぼさないようなぼさないようなぼさないような

配慮配慮配慮配慮をしなければならずをしなければならずをしなければならずをしなければならず、、、、そのそのそのその結果結果結果結果はなだらかなはなだらかなはなだらかなはなだらかな合格者数合格者数合格者数合格者数のののの増加又増加又増加又増加又はははは減少曲線減少曲線減少曲線減少曲線をををを描描描描くことくことくことくこと

になろうになろうになろうになろう。。。。    

日弁連日弁連日弁連日弁連としてはとしてはとしてはとしては、、、、今後今後今後今後ともともともとも法曹法曹法曹法曹のののの質質質質のののの検証検証検証検証をををを継続継続継続継続しながらしながらしながらしながら、、、、弁護士白書弁護士白書弁護士白書弁護士白書（（（（よりよりよりより精緻精緻精緻精緻なもなもなもなも

のがのがのがのが求求求求められようめられようめられようめられよう））））やややや法的法的法的法的ニーズニーズニーズニーズのののの分析分析分析分析などなどなどなど様様様様々々々々なななな統計統計統計統計・・・・データデータデータデータのもとにのもとにのもとにのもとに法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口のののの検証検証検証検証
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をををを続続続続けるべきであるけるべきであるけるべきであるけるべきである。。。。あわせてあわせてあわせてあわせて、、、、日弁連日弁連日弁連日弁連はははは、、、、市民市民市民市民のののの法的法的法的法的ニーズニーズニーズニーズをさらにをさらにをさらにをさらに顕在化顕在化顕在化顕在化させるためさせるためさせるためさせるため

にににに、、、、司法司法司法司法のののの制度的基盤整備制度的基盤整備制度的基盤整備制度的基盤整備のののの諸課題諸課題諸課題諸課題をををを実現実現実現実現するするするする行動計画行動計画行動計画行動計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、会員会員会員会員のののの総力総力総力総力をををを結集結集結集結集してしてしてして

大大大大きくきくきくきく運動運動運動運動をををを展開展開展開展開すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。                                                                                        以上以上以上以上」 

 

「法科大学院法科大学院法科大学院法科大学院のののの学生学生学生学生のののの質質質質やややや意欲意欲意欲意欲にににに深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼさないようなぼさないようなぼさないようなぼさないような配慮配慮配慮配慮をしなければなをしなければなをしなければなをしなければな

らずらずらずらず」とあり、結論が二つとも、法科大学院に対する深い配慮で貫かれています。これ

では、「市民市民市民市民のためのためのためのため」といいながら、実は「法科大学院のため」に合格者数を減らせな

いのではないかと考えざるを得ません。 

  この意見書の一節「様様様様々々々々なななな統計統計統計統計・・・・データデータデータデータのもとにのもとにのもとにのもとに法曹人口法曹人口法曹人口法曹人口のののの検証検証検証検証をををを続続続続けるべきけるべきけるべきけるべき」は、

空想的論調の多かったこの意見書自身に対して捧げたいと思います。 

 

  結局、この東弁の意見書は日弁連の３０００人路線を決めた臨時総会の決議の礼賛と

踏襲、および法科大学院の都合に終始していると評価されても致し方ありません。 

  このような意見書を「隠れ３０００人路線」と称することができると思います。この

「隠れ３０００人路線」は、既に、かなり広範に主張されています。この「隠れ３００

０人路線」には騙されないようにしましょう。見かけ上は、２１００人から２５００人

というのは、３０００人と比較して少ない合格者数を主張しているかに見えて、その実、

社会的弊害をもたらすことにおいて３０００人と大差ありません。 

  「隠れ３０００人路線」の特徴は、この東弁の意見書からも分かるように「これまで

の路線は間違っていなかった。基盤整備との関係で増員ペースが早すぎただけである。」

と主張するところにあります。しかも、基盤整備の内容が、具体的に説得力を持って主

張されることは、私の知る限りありません。「増員を先送りすれば、何とかなるだろう。」

程度の曖昧な論調に終始するのが常です。３０００人路線が決められてから既に９年近

くが経とうとしています。その間に基盤整備が行われなかったのは、何故でしょうか。

そのことを良くお考えいただきたいと思います。過去、私達は「弁護士は足らない。弁

護士の需要はいくらでもある。」と言われて、3000 人路線に同意しました。しかし、現

状で、増員に見合うだけの弁護士需要はありません。その次に、「基盤整備ができていな

いだけである。」と言われても、しかも、具体手な施策を示さずにそう言われても、おい

それと信じるわけにはいきません。 

 結局、平成12年の日弁連路線を前提とした修正では、司法改悪による弊害を止めるこ

とはできないでしょう。 

今必要なのは、司法改革についての真摯な反省と方向転換です。論語では、「過ちを

あらたむるに、憚(はばか)ることなかれ」と言います。人は誰しも過ちを犯すもので、

それを改めることは恥ずかしいことでもなんでもありません。過ちであることが分かっ

た以上、その過ちが大事に到らないうちに軌道修正し、正しい方向に進路を変えるのが、

私達弁護士の務めです。そのためには、過去の過ちを反省する誠実さと、その痛みに耐

える勇気が必要なのです。 

このような意見書が今後他の弁護士会でも出されるのか、注視していく必要があるで

しょう。そして、このような隠れ３０００人路線には断固闘って行く必要があると思い

ます。                                  以上 


